
 

 

 

 

 

「第２次 佐野市中心市街地活性化基本計画」 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県佐野市 

 

令和２年８月 
 



 

（ページ調整用空白ページ） 

 



 

は じ め に 

  

わが国においては、急速な社会情勢の変化や生活スタイルの

多様化に伴い、少子化・高齢化が急激に進むとともに、東京圏

への人口一極集中等により地方都市における人口減少がより一

層進んでおります。 

 このような中、本市では、平成21年度に策定した「佐野市中

心市街地活性化基本計画」のもと、様々な事業を展開し、「住ん

でみたい魅力にあふれているまち」の実現を目指してまいりま

した。計画策定以降、「佐野駅前交流プラザ」や「まちなか活性化ビル」のような中心市街

地活性化の拠点となる公共施設の整備のほか、商工会議所や地元金融機関など多くの皆様

のご協力のもと、今後のまちづくりの先導的な役割を担う「さのまちづくり株式会社」が

設立されたことは大変喜ばしいことでございます。 

 しかしながら、中心市街地につきましては、人口は年々減少しており、まちなかには多

くの空き家・空き地が見受けられ、引き続き中心市街地活性化に向けた取組が必要だと痛

感しております。 

 そこで今回、前基本計画の方針を踏まえたうえで、より効果的に中心市街地活性化を図

れるよう「第２次中心市街地活性化基本計画」を策定することといたしました。 

本計画は、コンパクトなまちづくりを主眼に置き、事業の効率性・効果性を高めるため、

前述のまちづくり会社をはじめとする「民間主導の官民連携まちづくり」を重視したもの

となっております。 

引き続き、本市も中心市街地活性化のため尽力してまいりますが、今後は、これまで以

上に市民の皆様のお力を必要とする場面も増えてくるかと思いますので、何卒ご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

  

 

令和 2年 8月 

 

 佐野市長 岡部 正英 
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第１章 本市の中心市街地活性化について 

１．これまでの取組 

 

本市のまちなか（中心市街地）では、平成21年度に策定しました「佐野市中心市街地

活性化基本計画（以下「前基本計画」という。）」における、「佐野駅前交流プラザ」や「ま

ちなか活性化ビル」など、基盤整備は充実しつつあり、県道桐生岩舟線や市道１級１号

線など、まちなかの骨格となる都市計画道路の整備も進んでいます。また、こうしたハ

ード事業のほか、商業活性化に向けたソフト事業も実施してきましたが、人口増加や販

売額増加などの明確な成果が現れていないのが現状です。 

しかしながら、平成27年10月に市や商工会議所、地元金融機関などの出資により、「さ

のまちづくり株式会社」を設立できたことは、前基本計画期間中における大きな成果と

言えます。同社は、今後のまちづくりを進めていく上で、先導的な役割を担う存在であ

り、「第２次中心市街地活性化基本計画（以下「本基本計画」という。）においても非常

に重要な存在となります。 

本基本計画は、前基本計画の反省点を踏まえつつ、まちなか居住を中心に活性化に向

けた目標や基本方針などを明らかにするとともに、「さのまちづくり株式会社」をはじめ

とする民間事業者と協力しながら各種活性化事業の展開を行っていきます。 

 

２．計画の位置づけ 

 

  本基本計画は、上位計画である「第２次佐野市総合計画」や「第２次佐野市都市計画

マスタープラン」等を踏まえ、今後 10 年間のまちなか活性化を実現するための指針とな

るものです。今後は、これを基に市民協働による各種事業を展開し、持続的なまちなか

活性化を目指していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第２次佐野市総合計画 

第２次国土利用計画佐野市計画 

佐野市コンパクトシティ構想 

第２次佐野市中心市街地活性化基本計画 

各種事業・施策の展開 

持続的なまちなか活性化 

第２次佐野市都市計画マスタープラン 

（仮称）佐野市立地適正化計画 

連携 

【各種関連計画】 
・総合交通マスタープラン 

・景観計画 

・市有施設適正配置計画 

 

など 
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計画名 中心市街地活性化基本計画と関連する項目 

第２次佐野市総合計

画 基本構想 

 

平成 30（2018）年 

3 月 

第３部 前期基本計画 

 第２章 基本目標 

 基本目標１ 魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり 

 ２地域資源を活かしたまちづくり 

 （１）中心市街地及び地域市街地の活性化 

  【施策の目的】 

   ・商業を中心とした魅力ある中心市街地（佐野駅周辺地区）を創出しま 

す。 

   ・地域市街地（田沼駅及び葛生駅周辺地区）の活性化のため、地域特性 

に応じた生活機能の充実を図ります。 

  【施策の基本方針】 

   ①中心市街地の賑わい創出 

    ・さのまちづくり株式会社と連携した商業振興を推進し、集客力を高 

める中心市街地の創出に取り組みます。 

・中心市街地の空き店舗対策を積極的に進めます。 

・歩行者の安全性や市役所方面へのアクセスを向上させるため、市道

佐野 57 号線等の整備を行います。 

・まちなか活性化の拠点を充実させるとともに、新たな市民交流の場 

を提供します。 

  【役割分担】 

市民 ・各市街地内の有効な土地利用に努めます。 

・各地域の特色を活かしたまちづくりに積極的に参 

加します。 

事業所 ・魅力ある店舗となるため創意工夫や空き店舗の活 

 用を積極的に行います。 

・各店舗等で取り扱う商品の独自性を高めるととも

に、他業種との連携に取り組み、地域の活性化につ

なげます。 

行政 ・中心市街地内のインフラ整備を計画的に進めます。 

・地域市街地内の既存ストックを十分活用しつつ、 

 生活拠点として必要な住環境を確保します。 

・さのまちづくり株式会社や地域おこし協力隊と連 

携し、各市街地の活性化につながる効果的な事業を

展開します。 

・空き店舗の有効活用を推進します。 
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計画名 中心市街地活性化基本計画と関連する項目 

第２次国土利用計画 

佐野市計画 

 

平成 30（2018）年 

3 月 佐野市 

第１章 市土の利用に関する基本構想 

 第４ 市土の利用の基本方針 

  ２ 市土の利用の基本方向 

  ①土地需要の量的調整 

  ア 市土の有効活用 

    都市的土地利用※13 については、人口減少下においても、地域によっ

ては、住宅地や事務所・店舗用地等の一定程度の需要が見込まれること

から、低・未利用地の有効利用を促進することにより、計画的に良好な

市街地の形成と再生を図るとともに、賑わいと魅力のある中心市街地及

び周辺地域のコミュニティ拠点の整備や定住と子育てのできる基盤の

整備・確保を図ります。また、民間活力の活用により、土地の有効利用

を促します。 

※13 住宅地、工業用地、事務所・店舗用地、一般道路等、主とし

て人工的施設による土地利用。 

 第５ ゾーン別の市土の利用の基本方向 

  １ 市街ゾーン 

    道路や公園・緑地※17、下水道等の整備及び維持管理に努め、居住環

境や産業機能の整備充実を図ります。 

中心市街地活性化事業、佐野新都市地区の整備や国道 50 号沿線の新

たな開発、北関東自動車道出流原ＰＡ周辺の開発等を計画的に促進し、

定住機能、商業・業務機能、行政機能、交通拠点機能、余暇・レジャー

機能、教養文化機能、物流・流通機能等都市機能を分担配置します。 

特に、佐野駅周辺、佐野新都市周辺、田沼駅周辺、葛生駅周辺の４箇

所を都市核※18 と位置付け、都市機能を集約します。 

 ※17 公園、広場、墓園等、都市環境の改善と良好な都市環境の形

成を図り、都市の健全な発達と市民の心身の健康の保持増進な

ど、健康で文化的な都市生活を確保するための土地。 

※18 行政、商業、医療、文化など、様々な都市機能が集積し、そ

れぞれが有機的に連携・支援され、利便性の高い交通環境を有

する拠点 
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計画名 中心市街地活性化基本計画と関連する項目 

佐野市コンパクトシ

ティ構想 

 

平成 31（2019）年 

３月 佐野市 

第２章 目指す都市像（コンパクト・プラス・ネットワーク） 

 １．コンパクト・プラス・ネットワークの骨格 

 （１）拠点・ゾーンの考え方 

  ●中心拠点 

   都市機能が集積し、幹線道路網が構築され、かつ鉄道駅が存在するなど、

各機能が有機的に連携した利便性の高い市街地を「中心拠点」として位置

付けます。 

中心拠点には、利便性の高い交通環境を有する拠点として、市全体を牽

引するような持続的な発展が期待される佐野駅から佐野市駅周辺一帯を設

定します 

第３章 施策の方向性 

１．施策の体系 

まちづくりの基本方針 施策の方向性 

１ 利便性が高く魅力

ある都市の拠点を形成

します 

１．都市機能の誘導・集積 

・医療･福祉、商業、教育等の都市機能の拠点へ 

の集積の促進 

・まちなかの利便性向上のための事業の推進 
 

２．中心市街地の魅力の向上 

・中心市街地活性化事業の活用 

・個性的･魅力的な商業の振興に資する取組の強化 

３．しごとの場の創出 

・都市機能の誘導による新たなしごとの場の創出 
 

第２次佐野市都市計

画マスタープラン 

 

平成 31（2019）年 

3 月 佐野市 

第２章 全体構想（都市構造） 

 １．テーマと基本目標 

 都市計画の基本目標 

  ①『拠点連結（いもフライ）型都市構造』の構築 

    本市にふさわしいコンパクト・プラス・ネットワークの都市構造のあ

り方として、都市機能の集積を促進する拠点（中心・地域拠点）を中心

に、公共交通を利用できる暮らしやすい生活環境を形成するゾーン（生

活ゾーン）、生活支援機能の集約・確保を図り集落の地域生活を支えるゾ

ーン（集落ゾーン）などを地域特性に応じて配置し、これらを公共交通

などで有機的に連携させ、全ての世代の暮らしやすさと、持続可能な都

市の発展を推進します。 

 ２．将来都市構造の基本的考え方 

 （１）面の構想 

  ②市街地及び市街地外の役割 

  〈市街地を形成するゾーン〉 

   ●まちなかゾーン 
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   ・佐野駅・佐野市駅周辺、田沼駅・田沼行政センター周辺、葛生駅・葛

生行政センター周辺、佐野新都市を本市の「まちなかゾーン」と位置

づけます。これらの「まちなかゾーン」は、互いにそれぞれの役割分

担を明確にした上で連携強化を図り、魅力ある市街地の形成を推進し

ます。 

 （３）拠点の構想 

  ①中心拠点 

   ○本市の持続的な発展を支えるため、様々な都市機能が集積し、それぞ

れが有機的に連携・支援され、利便性の高い交通環境を有する拠点と

して、「中心拠点」を形成します。 

●中心市街地 

  佐野駅から佐野市駅周辺一帯は、公共公益施設の立地を活かし、公

共交通の利便性の向上、都市機能の誘導や都市基盤施設の再整備、居

住の誘導により、まちなか居住の推進と交流の活性化を図ります。 

第３章 全体構想（分野別方針） 

２．分野別方針 

 （１）土地利用の方針 

  ①まちなかゾーン 

    都市機能と居住を集約した全ての世代が住みやすい拠点づくりを目指

すゾーン 

   ○佐野駅・佐野市駅周辺エリア 

・行政、商業・業務、文化、観光などの都市機能の充実を図るとともに、

様々な都市機能が集積する都市空間の形成を推進します。また、生活

利便性の高いまちなかの居住環境の再生を進めます。 

・土地利用の整序や街並みづくりにより、本市の中心市街地にふさわし

い環境整備を進めるとともに、中心市街地の活性化、空き家や空き地

などの低・未利用地の活用により、まちなかの賑わいの創出を図りま

す。 
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策定部会（課長級） パブリックコメント 

庁内検討体制 

庁議

佐野市中心市街地活性化 

基本計画策定委員会 
各種意見の把握・反映 

委員会（部長級） 佐野市まちなか活性化推進協議会 

付議

意見聴取 

３．計画の策定体制 

 

本基本計画は、平成 30 年度に佐野市まちなか活性化推進協議会（以下、「協議会」と

いう。）より市へ提出された「次期中心市街地活性化基本計画及び推進体制の在り方につ

いて」の提案書における、策定方針に基づき、庁内の佐野市中心市街地活性化基本計画

策定委員会（以下、「委員会」という。）及び策定部会（以下、「部会」という。）におい

て原案及び素案を作成し、協議会及びパブリックコメントにより民間の意見を把握、反

映しました。 

   

【本基本計画の策定体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の期間 

 

上位計画である「第２次佐野市総合計画」の計画期間に合わせ、令和 2 年度から令和

11 年度の 10 年間を本基本計画の計画期間とし、定期的にフォローアップを行いながら

各種活性化事業を展開していきます。 
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第２章 まちなかの現況と課題 
 

１．まちなかの各種データについて 

 

（１）人口と世帯数の推移（前基本計画区域内の 20 町丁を対象として集計した数値） 
 

前基本計画の計画期間である平成 22 年から平成 31 年までの人口の推移を見ると、旧

佐野市全域では約 3％減とゆるやかに減少しております。それに対し、中心市街地にお

いては、平成 31 年では 7,279 人と平成 22 年から約 1,000 人減少しており、比率にする

と約 12％減となっていることから、より減少傾向が強いことが分かります。また、旧佐

野市に占めるシェアも減少を続けております。 

また、平成 22 年以降の世帯数の推移を見ると、旧佐野市全域では増加傾向にあり、平

成 22 年と平成 31 年を比べると約 8％の伸びを示しています。一方、中心市街地では微

増する年もあるものの減少傾向となっており、平成 31 年で 3,517 世帯と平成 22 年と比

べて約 150 世帯減少しております。 
 ■人口と世帯数の推移 

出典：住民基本台帳（各年１月１日現在） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

旧佐野市 85,347 85,141 84 ,944 84 ,776 84,619 84,129 83,739 83,480 83 ,307 82 ,943

うち中心市街地 8,245 8,156 7,975 7 ,875 7,732 7,580 7,518 7,428 7 ,408 7 ,279

中心市街地シェア 9.7% 9 .6% 9.4% 9.3% 9.1% 9.0% 9.0% 8 .9% 8.9% 8.8%

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

旧佐野市 33,797 33,943 34 ,135 34 ,424 34,785 34,966 35,242 35,576 36 ,063 36 ,351

うち中心市街地 3,668 3,636 3,592 3 ,629 3,538 3,505 3,499 3,501 3 ,547 3 ,517

中心市街地シェア 10.9% 10 .7% 10 .5% 10.5% 10.2% 10.0% 9.9% 9 .8% 9.8% 9.7%

人口

世帯数
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（２）まちなかにおける少子高齢化の現状 

 

まちなかでは年少人口（15 歳未満）9.0％に対し、老年人口（65 歳以上）は 36.9％と、

高齢化率が非常に高くなっており、市全域と比較しても、少子高齢化の状況が著しい地

域であることが分かります。 

町丁別に高齢化率を見ると、旧佐野市では、まちなかに高齢者の比率の高い地域が集

積し、一番多いところでは 40％を越えています。それを中心として高齢化比率の低い地

域がとりまき、外側に向って高くなる同心円状の構造となっています。 
 

 

■中心市街地の人口構成 

出典：国勢調査（総務省） 

※人口構成は平成 27 年のデータを使用 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■町丁別高齢化率 

出典：平成 27年国勢調査（総務省） 
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（３）小中学校児童・生徒数の推移 

 

まちなかの小中学校３校における児童・生徒数の推移は、以下の図のとおりです。各

学校とも昭和55年から平成20年までの約30年間で、児童・生徒数が半減していますが、

天明小及び城東中は増加傾向にあります。また、佐野小においては平成 12 年から平成

20 年までは、緩やかな増加傾向にありましたが、それ以降は減少傾向となっています。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

                  （単位：人） 

区分 佐野小 天明小 城東中 

Ｓ55 785 791 726 

Ｓ61 601 572 618 

Ｈ2 445 579 449 

H7 371 522 359 

Ｈ12 334 460 287 

Ｈ17 340 410 328 

Ｈ20 353 392 335 

H25 338 379 405 

H30 270 441 430 

 

 

 

出典：佐野市教育委員会資料 

■中心市街地児童・生徒数の推移 
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（４）商業環境 

 

栃木県が平成 26 年度に実施した地域購買動向調査によると、旧佐野市の第一次商圏

（吸収率 30％以上）は、旧佐野市、旧田沼町、旧 生町、旧岩舟町、旧藤岡町で構成さ

れています。 

旧佐野市の地元購買力は 89.7％と近隣３市よりも高く、市民の大多数が市内で買い物

を行っていることが見てとれます。また、平成 21 年から平成 26 年にかけて近隣３市の

地元購買率が減少しているのに対し、本市では大きく上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■流出人口及び吸収人口 ■旧佐野市の商圏 

■地元購買率の推移 

出典：平成 26 年度地域購買動向調査報告書 

出典：平成 26 年度地域購買動向調査報告書 

出典：平成 26 年度地域購買動向調査報告書 
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（５）商業販売額 

 

商業統計調査の結果を見ると、まちなかの商業販売額は減少傾向にあり、平成28年に

は10億円を下回っています。一方、佐野市全域の商業販売額は年々上昇しており、プレ

ミアムアウトレットやイオンモールなど佐野新都市の整備による影響が大きいものと思

われます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まちなかの商業販売額 

■商業販売額の推移 

出典：佐野市の商業（商業統計調査） 

出典：佐野市の商業（商業統計調査） 
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（６）土地利用等 

       

まちなか及びその周辺の土地利用を見ると、住宅用地が大部分を占めており、次いで、

道路用地、公益施設用地、商業用地が多くなっています。 

県道佐野停車場線及び県道桐生岩舟線沿道に商業用地が集積しています。また、多く

の公益施設が立地していることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：平成 28 年都市計画基礎調査 

■土地利用の状況 
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（７）空き店舗の状況 

 

平成 30 年に本市が行った「佐野市中心市街地空き店舗・空き地調査」では、まちなか

の空き店舗の状況は下図のとおりとなっています。 

これによると、中心部商店街の空き店舗率は 26.9％、その内、江戸街道沿道では、空

き店舗率が最も高く 40.0％となっています。また、空き店舗の推移を見ると、継続して

増加しており、平成 21 年度と比較して、空き店舗率が約 13 ポイント増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空き店舗の状況 

出典：佐野市中心市街地空き店舗・空き地調査 

佐野地区 田沼地区 葛生地区 佐野地区 田沼地区 葛生地区

平成12年度 62 - - 8 - -

平成17年度 70 - - 11 - -

平成18年度 - 16 12 - 11 10

平成20年度 77 15 9 12 11 9

平成21年度 86 15 9 14 11 9

平成22年度 92 14 8 15 10 8

平成23年度 101 15 9 21 15 14

平成24年度 102 13 10 22 14 16

平成25年度 100 12 10 23 14 18

平成26年度 114 13 10 26 14 16

平成27年度 116 15 12 26 15 20

平成28年度 110 12 12 26 13 21

平成29年度 120 12 16 28 13 26

平成30年度 116 14 18 27 15 28

空き店舗数（店） 空き店舗率（％）
年　　度
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■空き店舗調査ライン図 
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No.3 昇栄通り･大正通りライン
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No.8 金屋仲町･金屋下町ライン
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通

り
ラ

イ

ン         　　　　  165ha調査区域

　　　　　　　　 No.1  旧５０号線

　　　　　　　　 No.3  昇栄通り･大正通りライン

　　　　　　　　 No.6  ギオン通り･一条通りライン
　　　　　　　　 No.7  大和町･亀井町ライン

　　　　　　　　 No.8  金屋仲町･金屋下町ライン

　　　　　　　　 No.2  唐沢観光通り

　　　　　　　　 No.4  江戸街道
　　　　　　　　 No.5  殿町通り･公園西通りライン

　　　　　　　　 No.9  県道唐沢山公園線

　　　　　　　   No.10 駅前通りライン

Ｎｏ.1 県道桐生岩舟線 

県道桐生岩舟線 



15 

（８）住宅開発の状況 

    

平成 22 年から平成 30 年の 9 年間で、7,472 件の住宅開発が行われています。近年は

分譲住宅の開発が増加してきています。 

 

 

 

 

（９）市街地の環境 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共施設の分布 

■新設住宅着工数 

出典：佐野市統計書 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計

持家 419 429 508 414 389 366 357 384 392 3,658

貸家 243 327 355 242 358 272 279 342 225 2,643

給与住宅 3 0 2 1 2 2 2 0 2 14

分譲住宅 91 117 79 64 127 176 139 218 146 1,157

総数 756 873 944 721 876 816 777 944 765 7,472

 

渡良瀬川河川事務所 

佐野河川出張所 

佐野駅前交流プラザ 

ぱるぽーと 

まちなか 

活性化ビル 
佐野商工会議所 
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■施設別年間利用者数 

出典：佐野市統計書 
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■観光客入込数 

■観光客宿泊数 

■観光施設等を目的地とした検索回数ランキング（H30） 

（10）観光客数等 

 

平成 30 年の旧佐野市の観光客入込数は、6,971,331 人となっており、順調に増加して

います。また、地域経済分析システム（RESAS）に掲載されているランキングから、観光

客の過半数がアウトレットを目的としていることが分かります。 

一方、平成 15 年から平成 20 年まで減少傾向にあった観光客宿泊数も大幅に増加して

おり、日帰り型から宿泊型の観光に移行していることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」                         

【注記】 検索回数は、同一ユーザの重複を除いた月間のユニークユーザ数。下記条件に全て該当した場合にのみ表示。 

     ・施設分類が、観光資源、宿泊施設や温泉、広域からの集客が見込まれるレジャー施設や商業施設に該当   

     ・年間検索回数が自動車は 50 回、公共交通は 30 回以上                         

     ・年間検索回数が全国 1000 位以内または都道府県別 50位以内または市区町村別 10 位以内          

出典：栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果 
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（11）交通 
 

１世帯あたりの自動車保有台数は、平成28年度に一時増加したものの、おおむね減少

傾向にあります。また、バスの利用者数は緩やかな増加傾向にあります。 

鉄道利用者数についても、佐野市駅、田沼駅、葛生駅の利用者数が、やや減少傾向も

しくは横ばいであるのに対し、佐野駅の利用者数は年々増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■バス利用者数と自動車保有台数の推移 

■鉄道利用者数の推移 

出典：佐野市統計書 

出典：佐野市統計書 
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（12）歩行者通行量 
 

本市が平成 30 年 10 月に関係機関協力のもと実施した歩行者通行量調査の結果は、以

下のとおりです。 
 

１. 調査目的      佐野市中心市街地（旧佐野市）及び地域市街地拠点（田沼地区・葛生地区） 

にある商店街の歩行者通行量を調査し、その現状を把握することで、今後 

の商店街及び中心市街地等活性化のための基礎資料とすることを目的と

する。 
 
２. 調査実施機関  佐野市 
 
３. 調査協力機関  佐野商工会議所（旧佐野市）、あそ商工会（葛生地区） 
 
４. 調査実施日時  平日及び休日（10 月中旬） 午前８時～午後７時 
 
５. 調査方法      調査地点を通過する歩行者を調査員がカウントし、１時間ごとに集計 
 
６. 調査対象      中学生以上の歩行者及び自転車 
 
７. 調査地点      ６カ所（旧佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地点 

 

  調査地点番号・地点名 

①永楽屋書店前 
②Teppan Dining Sun 東側 
③娘屋前 
④ナカダパン西側 
⑤悠楓園前 
⑥NTT 前 
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【調査結果】 
①実施日と天候 

 平日：平成 30 年 10 月 19 日（金）くもり一時雨 

休日：平成 30年 10 月 14 日（日）くもり 

 

②調査地点別通行量 

調査地点ごとの通行量は以下のグラフのとおりです。 

 

③調査地点ごとの男女別及び平日・休日との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） （人） 

（人） （人） 

（人） （人） 
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（人） （人） 

（人） （人） 

（人） （人） 
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平日の傾向を見ると、朝夕（８時台、17 時台）の通勤通学の時間帯に通行量が多くな

っている調査地が多く見られます。この時間帯を除くと、各調査地とも通行量は 60～80

人/時間程度となっています。「②Teppan Dining Sun 東側」で通行量が最も多く、ピー

ク時には 250 人以上の通行量となっております。 

休日は調査地によりばらつきはありますが、概ね 12 時～14 時前後が通行量のピーク

となっています。 

平日と休日を比較すると、平日の通行量の方が多い調査地が、朝夕の時間帯を除くと、

平日、休日の通行量の差は小さくなっており、観光客や買い物客による休日の通行量の

増加が望まれます。 
 

④年次毎の比較 

 

  平日 休日 

  H20（雨） H25 H30 H20 H25 H30 

① 永楽屋書店前 755 1,320 776 743 780 819 

② 
Teppan Dining 

SUN 東側 
1,066 1,497 2,227 597 1,042 1,182 

③ 娘屋前 347 455 419 283 320 279 

④ 
ナカダパン 

西側前 
502 731 878 424 542 527 

⑤ 悠楓園前 493 1,273 448 444 691 457 

合計 3,163 5,276 4,748 2,491 3,375 3,264 

※「⑥NTT 前」は、平成 20 年の調査地点に含まれていないため除外。 

  

調査日の天候や気温によって通行量が左右されるため、年次毎の単純な比較は難しい

ですが、合計で見ると、平日、休日ともに平成 20 年から平成 25 年にかけて増加、平成

25 年から平成 30 年にかけて減少しています。特に、平日の「①永楽屋書店前」、「⑤悠

楓園前」は増減の幅が大きくなっています。 

一方、「②SUN 東側」では、順調に増加しており、平成 20 年から平成 30 年で、通行量

は 2 倍以上になっていますが、平成 27 年 12 月に市役所新庁舎が完成し、多くの職員が

通勤により調査地点を通過するようになったことが要因であると推測できます。 
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２．まちなかの現況と課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業環境 

・佐野市の商圏は、旧佐野市、旧田沼町、旧葛

生町、旧岩舟町、旧藤岡町で構成されていま

す。 

・地元購買率は約 89％と、平成 21 年から上

昇しており、近隣３市と比較しても高い数値

となっています。 

・佐野新都市整備の影響により、市全体の年間

商品販売額は大幅に増加しています。 

・まちなかの商店の販売額、本市に占めるシェ

アは減少しています。 

・まちなかでは、人口とともに、世帯数も減少

しています。 

・特に、15 歳～64 歳の生産年齢人口の減少が

顕著です。 

・まちなかの高齢化率は約 37％と、佐野市全

域よりも約９％高くなっています。 

・平成 30 年度には空き店舗が 116 店舗あり、

平成 22 年から 24 店舗増加しています。 

・過去 10 年間における住宅着工数は 7,472

戸となっており、近年は分譲住宅の割合が増

加しています。 

・市営バスの利用者は年々増加しています。 

・行政施設、医療・福祉施設、交流・文化施設

など多様な施設の立地が見られます。 

・鉄道利用者は、ゆるやかな増加傾向となって

います。 

・歩行者自転車通行量（8 時～19 時）は、駅

前通りで約 2,200 人、県道桐生岩舟線や殿

町通りで約 400～900 人となっています。 

 

★都市計画道路の整備 

 

・まちなかにおける安心・安全な歩行者

空間を確保する必要性 

 

★まちなか居住の促進 

 

・居住者の減少に歯止めをかけるための

移住・定住施策の必要性 

・少子高齢化に対応した、居住環境の必

要性 

 

・土地区画整理事業に伴い、充実したインフラ

を備えています。 

人口 

・住宅用地が中心となっており、商業用地は約

７％となっています。 

・市街化区域全体と比較すると、公益施設用地

が多く、施設の集積度が高いことが伺えます。 

土地利用等 

市街地環境 

・未整備の都市計画道路が見られます。 

交通 

まちなかの特性や問題点 まちなかの課題 
【社会情勢の変化】 

・人口減少社会の深刻化 

・少子高齢化の進行 

・地球温暖化など環境問題の深刻化 

・安全・安心、景観などに対する国民意識の高まり 

・ライフスタイルの多様化 

・地方分権の進展、「公」の役割の変化 

【都市計画マスタープランによる位置づけ】 

 《拠点連結（いもフライ）型都市構造の構築》 

○都市の既存ストックを有効活用し、各拠点へ多様な都市

機能を集約、集積 

○既存の公共交通（鉄道、バスなど）を活用し、新たな開

発投資を抑えつつ、拠点を有機的に連携する公共交通ネ

ットワークの充実 

《中心拠点》 

 ○様々な都市機能が集積し、それぞれが有機的に連携・支

援され、利便性の高い交通環境を有する拠点の形成 

 ○公共施設の立地を活かし、公共交通の利便性向上、都市

機能の誘導や都市基盤施設の再整備、居住の誘導により、

まちなか居住の推進と交流の活性化を図る 

 

★来街者向け駐車場の確保 

 

・既存の月極駐車場等を来街者が利用可

能な形態へ移行する必要性 

 

★商業の活性化 

 

・新都市との連携・調整の必要性 

・魅力ある個店づくりの必要性 

・県道桐生岩舟線の拡幅に併せた個店誘

致の必要性 

 

★遊休不動産の活用 

 

・民間主導によるスピーディかつ補助金

に頼らないリノベーション事業の必要

性 

観光 

・観光客数、宿泊数はともに上昇しており、日帰り型から宿泊型の観光に移行しています。 

・近隣に学校が多く立地していることから、学

生の通行量が多いと推測されます。 
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第３章 中心市街地活性化計画区域 
１．区域設定に関する基本的な考え方 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜佐野市中心市街地活性化基本計画（平成 21 年策定）の区域＞ 

 

【中心市街地活性化区域の位置づけ】 

・ 中心市街地区域は、佐野駅から東武佐野市駅を含む約 165ha を設定。 

・ 佐野駅、佐野市駅や市役所などの都市機能集積度が高いエリアを設定。 

・ 商業系用途を中心に、一体的な商業・業務等の土地利用が図られている区域を設定。 

・ 佐野駅南土地区画整理事業が施行され、商業や業務、居住環境の充実を図る区域を設定。 

 

＜第２次中心市街地活性化計画区域設定の基本方針＞ 

 

まちなかの現状を見ると、前基本計画の 10 年間で活性化が認められないため、本基本計画で

は、区域の規模を縮小することで、コンパクトなエリアにおける重点的な活性化を目指します。 

前基本計画から引き続き、効率的・効果的な具体的施策・事業を実施、展開するエリアを「戦 

略的まちなか活性化エリア」として位置づけます。 

 

【中心市街地活性化計画区域】（約 96ha） 

・中心市街地活性化計画区域全域を、まちなか居住エリアと設定し、定住人口の増加を図ります。 

・商業系用途を中心に、厄除け大師などの観光拠点や、佐野駅やぱるぽーとなど各種都市機能の

集積度の高いエリア及びその周辺を設定します。 

・中心市街地の範囲が明確になるよう、用途境界や道路を区域の境界とします。 

・統廃合が計画されている佐野小と天明小については、跡地利活用の可能性が見込まれるため、

計画区域に含めるものとします。 

 ※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）については、

区域設定図に含まれていても、区域から除外するものとします。 

【戦略的まちなか活性化エリア】（約 39ha） 

・行政、商業、業務、文化、観光等の様々な都市機能が集積する都市空間を再生するとともに、

各種活性化事業や施策を戦略的に実施するエリアです。 

・県道桐生岩舟線及び市道１級１号線沿道を含む、まちなかのシンボル軸沿線としてのエリアで

す。 

・多くの来訪者が訪れる玄関口として、佐野のシンボルとなるような魅力的なまちなみ形成や商

業・業務機能等の集積を図るエリアです。 

・前基本計画では、区域の境界が曖昧だったため、用途地域の境界などを目安に、より明確かつ

コンパクトに区域を設定します。 

 

 

〈中心市街地活性化計画区域の考え方〉 

 

● 行政、商業、業務、文化、観光などの都市機能集積度が高いエリア及びその周辺

を区域として設定。 

● 歴史的に中心市街地が形成された区域を設定。 

● まちなか活性化に向けた施策・事業が、今後も予定されている区域を設定。 
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【中心市街地活性化計画区域設定図】 
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第４章 まちなかの目指す姿 
１．まちなかの将来像 
 

「第２次佐野市総合計画」では、佐野市の将来像として「水と緑にあふれる北関東の

どまん中 支え合い、人と地域が輝く交流拠点都市」を定めています。また、「第２次

佐野市都市計画マスタープラン」では、中心市街地を含む佐野中央地域の目指すテーマ

として「本市の中心となるまちづくり」を定めています。 

一方、前基本計画では、「佐野らしさを誇れる小洒落たまち」を基本コンセプトとし

て、中心市街地活性化に取り組んできました。しかしながら、「小洒落たまち」という

表現が抽象的であることから、まちなかの目指す将来像がどのようなものなのか伝わり

にくい面がありました。 

そこで、先に挙げた上位計画の将来像を踏まえつつ、市民と行政が共通のイメージの

もと、共にまちづくりに取り組んでいけるよう、本基本計画では、よりわかりやすい将

来像を定めます。 

 

【まちなかの将来像】 
 

 

 

２．将来像の実現に向けて 

 

（１）まちなか活性化の基本方針 

 
まちなかの将来像を実現のため、前基本計画から引き続き、まちなか活性化の４つの

基本方針を次のとおり定めます。 
 

①まちなか居住を自慢できるような魅力的な居住環境の演出            
  まちなか活性化には、まず人が住んでいることが必要です。“まちなかに人が住む”た

めには、「住みたい魅力にあふれている」ことが求められます。 

現在の居住地選択要件では、生活の利便性はもちろんですが、それぞれのライフスタ

イルやその時々の状況によって、求められるものが異なります。そのため、個人の多様

な価値観を理解しながら、資産価値を高めるような魅力的な景観や居住環境を演出し、

ずっと住んでいたい、新しく住んでみたくなるような事業を戦略的に進める必要があり

ます。 

 

②市民一人ひとりが主体となり輝ける温かい環境の再生               
  まちなか活性化には、そこに住み・訪れ・働く人々など、まちなかに関わるすべての

人が、いきいきと輝けるような温かい環境が求められます。まちなかを舞台に、一人ひ

とりが主役となってまちづくりに参加し、躍動感と明るさをもたらすことが必要です。

人が活動するからこそ、新しい文化が生まれ、育ち、やがて新たな歴史となっていきま

す。本市の顔として、まちなかがこれからも輝き続けるためには、新たな価値観と時代

を読む目をもって、一人ひとりが活躍できるような環境を再生する必要があります。 

 

 

 

 

活力あふれる 暮らしやすいまち 
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③多様な文化を融合した“佐野の魅力”の創造・発信            
  まちなか活性化には、にぎわいの創出による魅力向上が求められます。また、最近で

はそれらの情報をどのように発信するかによって、にぎわい創出の成否がかかっている

とも言えます。 

そのためには、佐野のまちなかが持つ歴史・文化的資源を再発見し、ラーメン、いも

フライ等の新しい文化と融合しながら、新たな魅力として発信することが求められます。

現在多くの人々が求めているものは、その場所にしかないような、「知る人ぞ知る個性的

な魅力」です。本市が古くから積み重ねてきた文化としての風情・土地柄・まちなみ・

景観や新しい文化により、佐野に行けば何かがある、佐野からは何かおもしろいものが

発信されてくる、といった人を惹きつけるような地域の魅力を、民有施設とも連携を取

りながら、“佐野らしさ”として創造し、発展させていくことが必要です。 

 

④ふれあい・交流を支え、環境に配慮した基盤整備 

を推進した魅力的な回遊・商業空間の演出   
  

まちなか活性化には、人の移動を安全かつ快適にするための基盤整備が求められます。

魅力的なまちなか景観や、魅力的な商店街、歴史的な人や建造物が持つ物語など、まち

なかの魅力をより引き立たせるためのそれぞれの個性が求められます。また、利活用の

視点から回遊性の向上を目指し、ふれあい・交流を支える場の創出など、人の動きを助

長するような演出が必要です。 

そこで、市内外の交流を活性化するために、県道桐生岩舟線や市道１級１号線などの

シンボルロードの整備やバス交通などの機能充実を図り、アクセスしやすさを考慮した

整備をしていきます。これにより、ゆったりと散策できる回遊空間や心地よい商業空間

を演出します。 

 

（２）佐野新都市周辺との連携 

 

現在、佐野新都市周辺には県内外から年間約 600 万人もの人々が訪れています。しか

し、その多くは新都市周辺のみを回遊し、まちなかまで足を運ぶ人が少ないのが現状で

す。 

まちなかには、佐野ならではの伝統文化や食文化、歴史的資源など多くの魅力があり

ます。まちなかの魅力を知ってもらい、佐野新都市周辺の来訪者に回遊してもらうため

には、まちなかと新都市間の移動利便性の向上や呼び込むための仕掛けとして、まちな

かならではの個性的な魅力を創出し、その情報を発信していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動利便性の向上 

・個性的な魅力づくり 

・情報発信 etc... 

        

による誘導 
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（３）リノベーションまちづくり 

 

  近年注目されているまちづくり手法として、「リノベ―ションまちづくり」という手法

があります。これは、まちなかの遊休不動産（空き家、空き地など）や活用されていな

い公共空間を民間の手でリノベーションを行い、魅力的な利活用（例：カフェや芝生広

場の設置など）をすることで、エリアの価値を高め、活性化を図る民間主導の官民連携

まちづくり手法です。これまでの行政主導のハード整備とは異なり、既存ストックを活

用するため事業のスピードが速く、収益性も高いことが特徴として挙げられます。 

  「リノベーションまちづくり」には、不動産オーナー、行政、そして実際にリノベー

ションを行う「民間プレーヤー」の存在が必要です。しかし、本市のまちなかにおいて、

「民間プレーヤー」のような存在は、そう多くありません。そのため、まずは各地で行

われている「リノベーションスクール」のような取組を参考にしながら、「民間プレーヤ

ー」の発掘・育成及び市民意識の醸成を進めていきます。 
 

３．まちなかの整備方針 

 

まちなかの将来像と基本方針を受け、それらを反映した整備方針を定めます。 

本基本計画では、「民間活力」を活用しながら以下の図のように整備を進めていきます。 
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第５章 活性化施策・事業 
１．活性化施策・事業の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 施策展開の基本的な方向性 

【中心市街地活性化のための施策の柱】 

２）まちなかにふさわしい居住環境の創出・向上 

１）民間活力によるまちなか住宅の誘導・支援 

１）まちづくりや活性化を支える人材の育成・発掘 

２）地域コミュニティの充実 

１）駅や主要拠点を結ぶネットワークの形成 

３）ふれあい・交流に満ちたまちなか商業環境の創造 

４）自転車・公共交通機関の利便性向上 

２）安心・安全な歩行者空間の形成 

５）自動車アクセス環境の向上 

１）佐野の魅力の創造・発信 

２）賑わいを生み出すイベントの展開 

１）歴史的資源を活かした魅力づくり 

２）魅力的な街並みの形成 

方針４： 

ふれあい・交流を支え、環境

に配慮した基盤整備を推進し

た魅力的な回遊・商業空間の

演出 

まちなかの将来像 

 

【施策展開１】 

まちなか居住の推進 

 

【施策展開２】 

市民活動の推進 

 

【施策展開６】 

まちなかへのアクセス性向上 

 

【施策展開５】 

まちなかの回遊性の確保 

 

【施策展開４】 

歴史伝統を活かした風格ある美しいまち

の形成 

 

【施策展開３】 

佐野の魅力の創造・発信 

３）リノベーションまちづくりの推進 

方針１： 

まちなか居住を自慢できるよ

うな魅力的な居住環境の演出 

方針２： 

市民一人ひとりが主体となり

輝ける温かい環境の再生 

方針３： 

多様な文化を融合した“佐野

の魅力”の創造・発信 

 

｢活力あふれる 

暮らしやすいまち｣ 
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２．方針ごとの活性化施策・事業 

 

まちなか活性化を実現するために取り組む必要がある課題を解決するため、４つの方

針ごとに各種事業を展開していきます。これらの活性化事業が実現化するよう、関係機

関や市民などと協働し、役割分担をしながら「都市計画マスタープラン」などの上位計

画と十分整合性を図り、事業を進めていきます。 

 

【方針１：まちなか居住を自慢できるような魅力的な居住環境の演出】 

 

まちなか居住を推進するためには、定住人口を増加するための施策・事業を効果的、

効率的に展開していく必要があります。単にマンションなどの建設をするだけではなく、

そこに住みたいと思わせるような魅力ある居住環境が必要になってきます。まちなかで

ゴミを拾ったり、すれ違った人とあいさつをするなど、まずは、できることから始めて、

まちなか全域でおもてなし環境や魅力あふれる居住環境を創出し、市内外の人にまちな

かに住んでみたいと思ってもらえるような環境作りが必要になります。 

以上のことから、まちなか居住の推進に向けて、居住環境を整えていくと共に、コミ

ュニティの活発化を図れるような事業を展開していきます。 

 

 

１） 民間活力によるまちなか住宅の誘導・支援 

 

まちなか居住を積極的に推進するためには、民間活力の導入が欠かせません。民間

活力によるまちなか住宅建設を誘導・支援する制度や魅力のあるまちなか住宅へと改

善していくための優遇・支援制度、相談窓口・技術アドバイスの制度的枠組みを構築

することでまちなかへの居住推進事業を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 

実施時期 

1 
まちなか居住推進
事業 

まちなかへの移住・定住を推進するための施策をソフ
ト・ハードの両面から検討し、民間事業者ならではの柔軟
かつ大胆な発想で様々な施策を展開していきます。 

さのまちづくり㈱ 

 

【実施時期】第一期 

2 
移住体験宿泊促進
事業 

まちなかの空き家をリノベーションし、市外の人が気軽
に移住体験できる宿泊施設を整備し、本市への移住を促進
します。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策展開１：まちなか居住の推進 
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２）  まちなかにふさわしい居住環境の創出・向上 

 

まちなかにおける住み良さを高めるため、居住者の生活を支えるコミュニティ環境

や子育て支援機能などの充実を図り、誰もが快適に生活できる居住環境創出に向けた

事業を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 

実施時期 

3 
子育て支援まちな
かプラザ運営事業 

佐野駅前交流プラザぱるぽーと２階「子育て支援まちな
かプラザ『ゆめぽけっと』」において、子育てをしている
方々の交流の場の提供や一時預かり保育、子育てに関する
相談を通じ、コミュニティの活性化と子育て環境の充実を
図っていきます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

4 
安心・安全のまち
づくり事業 

街路灯・防犯灯の設置などにより、安心・安全なまちづ
くりを推進します。 

自治会、商店街、 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

 

【方針２：市民一人ひとりが主体となり輝ける温かい環境の再生】 

 

まちづくりの主役となるのは市民一人ひとりです。市民がまちづくり意識を持ち、い

きいきと輝けるような温かい環境を再生する必要があります。一人ひとりがまちづくり

の舞台に立ち、まちなかを活性化していく主体であるといった意識を持ってまちづくり

を行っていくことが活性化を進める第１歩となっていきます。 

そのため、市民のまちづくり意識の醸成を図り、リーダーシップを発揮できるような

人材の育成や発掘をするとともに、市民一人ひとりがまちづくりに参加できるような体

制作りをしていきます。 

 

 

 

１） まちづくりや活性化を支える人材の育成・発掘 

 

まちなかの活性化を実現していくためには、まちなかの商業者や居住者自身が積極

的に考え、行動を起こしていくことが不可欠です。そのため、様々な事業を企画立案・

実行できる意欲のある人材の育成・発掘に向けた事業を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

1 
まちづくり人材
育成事業 

まちなかの中心的役割を担う機関やタウンマネージャーなどの人

材の育成・発掘を行うとともに、住民意識の向上を図ります。また、

小学校や中学校と連携をし、これからの本市の将来像などを考える子

供会議を立ち上げ、人材育成の場とします。 

さのまちづくり㈱、

佐野市 

 

【実施時期】継続 

2 創業塾 
起業家育成の場として、新規に事業を立ち上げようとする人に経営

指導を行い、継続的に新規事業者をまちなかに創出するだけでなく、

まちづくり人材を育成します。 

商工会議所 

 

【実施時期】継続 

施策展開２：市民活動の推進 
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NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

3 
まちなか地域お
こし協力隊員設
置事業 

中心市街地の人口減少や高齢化が進行し、地域コミュニティの弱体

化や地域力の低下が進む本市において、３大都市圏等より人材を誘致

し、中心市街地でのにぎわいの創出等の活動に従事してもらい、中心

市街地への定住促進や地域力の維持・強化を図ります。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

 

２） 地域コミュニティの充実 

 

まちなか活性化を実現するためには、コミュニティの充実を図っていくことが重要

となります。そのため、誰もが気軽にまちづくりに参加できるような舞台を設け、多

くのつながりを生み出せるような事業を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

4 
まちなかにぎわ
い空間活用事業 

まちなかにぎわい空間を活用し、市民交流の機会の増加、
軽トラ市など民間主催によるイベントの増加を図ります。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

5 
まちなかサロン
活用事業 

佐野商工会議所１階のまちなかサロンを、市民や来訪者
が気軽に立ち寄り、市内の情報を得られる拠点として、活
用を図ります。また商工会議所としての特徴を持つイベン
トなどの開催を通じて、施設の周知を図り、利用者の増加
を目指していきます。 

商工会議所 

 

【実施時期】継続 

  

３） リノベーションまちづくりの推進 

 

少子高齢化や人口減少の進行により、空き店舗や空き家などの遊休不動産が増加し、

まちの活力減退につながっています。そこで、民間主導による遊休不動産や公共空間

の再生・活用によって、まちに新たな価値を創出する「リノベーションまちづくり」

を推進します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

6 
リノベーション
スクール開催事
業 

民間主導の官民連携まちづくり手法である「リノベーシ
ョンまちづくり」を推進するにあたり必要不可欠な「民間
プレーヤー」の発掘・育成や、まちなかの不動産オーナー
の意識改革のための「リノベーションスクール」等を開催
します。 

佐野市、民間事業者 

 

【実施時期】第二期 

7 
大学との地域連
携事業 

市内外の大学と連携し、まちなかにある民間所有の遊休
不動産を活用したリノベーション事業案を作成し、不動産
オーナーに提案、事業の実現を目指します。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

8 
足銀跡地活用事
業 

旧足利銀行佐野支店跡地を活用し、「さのまるスクエア」
などまちなか活性化のための新たな拠点づくりを推進しま
す。 

民間事業者、佐野市 

 

【実施時期】第一期 

9 
まちなか遊休不
動産活用事業 

まちなかの遊休不動産を民間主導でリノベーションし、
地域の価値向上につながる有効活用を図ります。 

民間事業者 

 

【実施時期】第一期    
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【方針３：多様な文化を融合した“佐野の魅力”の創造・発信】 

 

佐野駅前交流プラザぱるぽーとやまちなか活性化ビルは、情報発信やにぎわい交流の

面から活性化への核となる拠点であり、既存の都市機能とともに、効果的で効率的な事

業展開を図る必要があります。また、さの秀郷まつりなどの各種イベントを行うことで

にぎわいを創出していくとともに、まちなかに点在する歴史や文化を理解したうえで、

新しい文化と融合させ、“佐野の魅力”を創造・発信していきます。 

 

 

 

１） 佐野の魅力の創造・発掘 

 

まちなかににぎわいを生み出すために、佐野駅前交流プラザやまちなか活性化ビル

などの拠点や空き店舗、駅周辺の未利用地を有効活用していきます。また、市内に点

在する資源のブランド化をはじめとした、様々な情報の発信をしていくことで、佐野

らしいまちなかの形成に向けた施策を展開します。 

 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

1 
佐野駅前交流プ
ラザ運営事業 

佐野駅前という立地の優位性を活かし、市民交流拠点として、民間

活力を充分に活用し、施設内の多目的室や駅前交流広場などによる各

種イベントを通して、地域との連携を図り、まちなか活性化を推進し

ていくとともに、公共交通の結節点として市内の情報を提供していき

ます。 

民間事業者（指定管

理者）、佐野市 

 

【実施時期】継続 

2 
まちなか活性化
ビル運営事業 

情報発信・にぎわい創出拠点（まちなかのシンボル）として、人間

国宝田村耕一陶芸館の継続的な運営や市民ギャラリー、チャレンジシ

ョップによる、まちなか集客施設として活用します。また、活性化推

進団体等の活動拠点として、まちなかの情報収集、発信を行っていき

ます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

3 
人間国宝田村耕
一陶芸館運営事
業 

人間国宝田村耕一氏の業績、作品の芸術性の高さを広く紹介するこ

とで、当市の文化水準の高さを示すとともに、おもてなしの心を持っ

た観光案内の場とし、市のイメージアップとまちなかのにぎわいを創

出します。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

4 
市民ギャラリー
運営事業 

市民の芸術、文化を幅広く市内外に紹介します。文化芸術活動の発

表の場として市民文化の向上を図るとともに、佐野駅前交流プラザな

ど拠点をつないでの展示会を実施し、まちなかでの回遊性と滞留時間

の増加を生み出します。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

5 
チャレンジショ
ップ助成事業 

新規店舗開店を希望する起業者に対し、まちなか活性化ビル内のス

ペースを一定期間貸出すことにより、事業経営の支援を行います。ま

た、空き店舗活用事業と連携を図り、まちなかににぎわいを創出しま

す。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

6 
佐野ブランド化
事業 

地域の工芸品、お土産品、あるいは歴史・文化など、本市が持つ多

種多様な資源をブランド化し、開発・生産・加工・販売・流通・PR

など、マーケットを意識した仕組みを構築していきます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

 

 

 

施策展開３：佐野の魅力の創造・発信 
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２） にぎわいを生み出すイベントの展開 

 

まちなか活性化には道路などの基盤整備や核となる施設整備だけではなく、それら

の空間や施設を有効活用したイベントなどのソフト事業の展開が必要です。そのため、

まちなかが持つ資源を活かし、多くの人々が参加できるような魅力ある事業を展開し

ていきます。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

7 
佐野駅南イルミ
ネーション点灯
事業 

佐野駅前広場や駅前通りのイルミネーションにより、住民や
来訪者の目を楽しませる夜間景観を演出するとともに、商店街
にツリーを設置することで、まちなかに一体感を創出します。 

民間事業者（指定管

理者）、佐野市 

 

【実施時期】 継続 

8 
さの秀郷まつり
運営事業 

本市の伝統文化や歴史に触れる場として、市民の誇りと郷土
愛を醸成すると共に、観光誘客を図れるお祭りとして実施して
いきます。また、流鏑馬を始め、秀郷とゆかりのある弓を用い
ての体験の場を設置するなど、文化・教育・学習イベントとし
て多様な展開も検討していきます。 

まつり実行委員会・

運営委員会、商工会

議所、佐野市 

 

【実施時期】 継続 

9 
まちなか婚活推
進事業 

結婚を希望する独身男女の希望を叶えるため中心市街地に
おいて出会いの場を提供し、まちなかを活用した特色のある婚
活事業を実施することで、にぎわいを創出します。 

佐野市、さのまちづ

くり㈱ 

 

【実施時期】第一期 

 

 

 

１） 歴史的資源を活かした魅力づくり 

 

まちなかに点在する神社仏閣や旧家などの歴史ある建造物の保全・改修及び有効利

用を図り、まちなかの歴史に触れ、理解することで、より深みのあるまちなか作りを

実施していきます。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

1 
まちなか古民家
活用事業 

まちなかに点在する古民家を活用し、カフェやコミュニテ
ィスペースなど来街者がまちなかの歴史を感じながら気軽
にくつろげる場所を創出します。 

民間事業者 

 

【実施時期】第二期 

2 
天明鋳物のまち
づくり推進事業 

まちなかの施設や店舗等に天明鋳物の展示をするなどし
て、訪れた人がより気軽に天明鋳物を楽しめるようにしま
す。また、まちなかの鋳物工房や厄除け大師等の鋳物作品
所蔵施設との連携により、天明鋳物を見て、学んで体験で
きるイベントやツアーを開催し、交流人口の増加につなげ
ます。 

民間事業者、観光協

会、佐野市 

 

 

 

【実施時期】第二期 

 

 

 

 

 

施策展開４：歴史伝統を活かした風格ある美しいまちの形成 
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２） 魅力的な街並みの形成 

 

建築物等の適正な規制・誘導を図ることにより、本市の顔となるまちなかにふさわ

しい街並み・景観形成を目指します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

3 
まちなか景観推
進事業 

「佐野駅南地区の景観形成ガイドライン」等に基づき、佐野市の

「顔」にふさわしい景観づくりを推進します。また、まちなかにフォ

ーカスした景観ルールを定めるため、景観形成重点地区の指定なども

検討していきます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

4 
景観啓発推進事
業 

「佐野市水と緑と万葉のまち景観条例」により、景観形成のための

規制・誘導を行い、市が良好な景観の形成について先導的な役割を果

たすとともに市民の景観に関する関心を高めていきます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

 

【方針４：ふれあい・交流を支え、環境に配慮した基盤整備を推進した魅力的な回遊・商

業空間の演出】 

 

本基本計画では、県道桐生岩舟線を東西軸、市道１級１号線を南北軸として位置づけ、

新市の顔作りをしていきます。県道桐生岩舟線及び市道１級１号線の一体的な整備を図

っていくと共に、整備に伴う空き地の有効活用などを検討していきます。加えて、まち

なかのおもてなし環境の充実や自動車交通の利便性向上、２次交通の充実を図る事業を

展開し、回遊性向上を図っていきます。 

 

 

 

 

１） 駅や主要拠点を結ぶネットワークの形成 

 

市の玄関口である佐野駅や佐野駅前交流プラザ、まちなか活性化ビルなどから、ま

ちなかへと人を誘導するための安全で快適な徒歩・自転車の動線確保に向けた施策展

開をしていきます。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

1 
まちなか空間活
用事業 

まちなかに安心・安全で楽しく歩けるような回遊空間を創出しま

す。佐野駅前交流プラザぱるぽーととまちなか活性化ビル間を繋ぐソ

フト事業計画の展開や、厄除け大師とまちなかを結び回遊性を高める

街路表示やマップの作成を行います。 

さのまちづくり㈱ 

 

【実施時期】第二期 

2 
観光ボランティ
ア育成事業 

まちなかを始め、市全体の観光スポットに対する観光案内ができる

市民ボランティアを育成、増員し、まちなかの観光客へのおもてなし

を強化します。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

 

 

施策展開５：まちなかの回遊性の確保 
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２） 安心・安全な歩行者空間の形成 

 

安心・安全に楽しく歩けるようなまちなかの創出に向けて、道路のバリアフリー化

やそれぞれの通りにあった景観形成、沿道の土地利用も念頭に置きながら、歩行者空

間を充実させるための事業を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

3 
県道桐生岩舟線
整備事業 

まちなかの中央を東西に通る県道桐生岩舟線を、安全で快適な歩道

の確保のための整備を行います。 

また、沿道景観の形成や街路空間を有効に活用するためにも電線類

の地中化などを行うことで、地域住民や来訪者の回遊性の向上や商業

の活性化による滞留時間の延長及びまちなか居住等に寄与する東西

軸としての整備を行います。 

栃木県 

 

【実施時期】継続 

4 
市道１級１号線
整備事業 

まちなかの中央を南北に通る市道1級1号線を安全で快適な歩道の

確保のため、整備を行います。 

また、沿道景観の形成や街路空間の有効活用のためにも電線類の地

中化を行い、佐野駅前通りからの顔作りをするとともにまちなかから

郊外へのアクセス向上を図っていきます。 

整備にあたっては、回遊性を向上させるための、安心・安全性を重

視していきます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

5 
駅南公園西土地
区画整理事業 

区域内の道路の拡幅・新設や未接道の宅地解消により防災力の強化

及び佐野駅・市役所へのアクセス性向上を図ります。また、区域内の

土地の形が整い、新しい道路に接することによる住環境の向上及び土

地の有効活用が図られます。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

6 
市道佐野 57 号線
道路改良事業 

 土地利用や防災上の観点のほか、市役所などまちなかの各施設への

アクセス性を向上するため、駅南公園西土地区画整理事業に併せて整

備を行います。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

7 
市道1級2号線道
路改良事業 

多くの学生が通学で利用している市道 1級 2号線について、踏切部

分が狭く歩道が無い状況のため、踏切部分の拡幅及び取付道路の整備

を行います。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

8 
まちなかウォー
カブル推進事業 

官民連携のもと、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の実現を

目指します。 

民間事業者、佐野市 

 

【実施時期】第二期 

 

３） ふれあい・交流に満ちたまちなか商業環境の形成 

 

来街者がまちなかをゆっくり快適に回遊できる環境、個性的な魅力があり、もう１

度来たいと思わせ、日常的な利便性もある商業環境、魅力的なまちなか環境の創出に

向けた施策を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

9 
まちなか活性化
支援事業 

空き店舗を活用して新規に事業を始める人に、家賃や店舗改装費な

どの一部に補助を実施し、まちなかにおける空き店舗の減少を図って

いきます。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

10 
まちなか活性化
推進事業 

県道桐生岩舟線などまちなかの道路整備に伴い生じる空き地を、市

や県土木事務所、地権者との調整を行うことで、有効活用を推進しま

す。 

佐野市、さのまちづ

くり㈱ 

【実施時期】第一期 

11 市有地活用事業 
活用されていないまちなかの市有地について、店舗を誘致するなど

して活性化につながる有効活用を図ります。 

さのまちづくり㈱ 

【実施時期】第一期 
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NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

12 
まちなかオープ
ンテラス事業 

駅前通りにテーブルや椅子を設置しオープンテラス化することで、

駅前通りににぎわいを創出します。 

民間事業者、佐野市 

 

【実施時期】第二期 

 

 

 

１） 自転車・公共交通機関の利便性向上 

 

鉄道やバスは、まちなかと佐野新都市や市外とを連絡する公共交通機関として重要

な役割を担うとともに、環境負荷の軽減に対しても重要な交通機関です。また、自転

車についても環境にやさしい移動手段として再評価されてきており、まちなかへの回

遊性を向上させる手法として活用を図っていきます。 

そのため、まちなか居住者、市民の日常生活の足としての利便性を高める自転車・

公共交通に関する事業を展開します。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

1 
まちなかシェア
サイクル事業 

まちなかの回遊性や新都市との連携を強化することを目的に、公共

交通の整備と併せて、まちなかの各拠点間で乗り捨て可能なサイクル

ポートなどの設置を検討、実現を目指します。 

民間事業者、佐野市 

 

【実施時期】第二期 

2 
バス交通整備事
業 

バス交通のあり方を総合的に検討しながら、市民のニーズやまちづ

くりに対応した輸送に適宜見直し、利用しやすいものとしていきま

す。また、観光客の２次的交通として、バスの運行を図ります。 

佐野市 

 

【実施時期】継続 

3 
生活路線バス運
行支援事業 

市民の移動手段を確保するため、「生活路線バス」の路線運営を行

う交通事業者に対し、補助金の交付等を行います。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

4 
ユニバーサルデ
ザインタクシー
導入支援事業 

誰もが公共交通をより快適に利用できるよう、民間事業者が行うユ

ニバーサルデザインタクシーの導入に対し補助を行います。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

5 
次世代交通シス
テム調査（推進）
事業 

鉄道・バス・タクシー等の各交通事業者と積極的な事業連携を図る

ことにより、最適な次世代交通システムの実現を目指します。 

佐野市 

 

【実施時期】第一期 

 

２） 自動車アクセス環境の向上 

 

公共交通機関の利用促進と併せて、自動車によるアクセスのしやすさを確保するた

め、駐車場の利用環境向上に向けて施策を展開していきます。 

 

NO 事業名 事業概要 
実施主体及び 
実施時期 

6 
まちなか駐車場
転換事業 

まちなかに点在する月極駐車場を、時間貸や日貸など来街者が気軽

に利用できる形態に転換するよう、駐車場オーナーに働きかけを行い

ます。併せて、市民広場駐車場に有料ゲートを設置することで、来街

者にとっての利便性を高めます。 

佐野市、民間事業者 

 

【実施時期】第一期 

施策展開６：まちなかへのアクセス性向上 
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第６章 各基本方針の指標・目標値の設定 

１．各基本方針の指標・目標値の設定 

方針１「まちなか居住を自慢できるような魅力的な居住環境の演出」 

 

指標：中心市街地人口  

 

中心市街地人口は、定期的に調査することにより生活空間としての魅力を客

観的に把握することができ、まちなかの活性化を評価する上で重要な指標とな

ります。 

中心市街地人口は平成 21 年度から減少を続けており、今後もこの傾向は続い

ていくと考えられます。各種事業を展開することにより、人口減少が緩やかに

なることを期待して、目標値は現在の人口から微減の 3,200 人とします。 

 

  H21 H26 H31 
Ｒ11 

（目標値） 

中心市街地人口（人） 3,850 3,568 3,289 3,200 

※各年 1 月 1 日現在の住民基本台帳の町別人口を面積案分し算出。 
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参考指標：旧佐野市における中心市街地人口シェア 

 

また、参考指標として、旧佐野市における中心市街地人口シェアを設定しま

す。これは、中心市街地だけでなく旧佐野市郊外の人口動態にも左右されるた

め、あくまで参考としますが、中心市街地人口と同様にまちなかの活性化を評

価するうえで重要な指標となります。 

 

  H21 H26 H31 
Ｒ11 

（目標値） 

中心市街地人口シェア（％） 4.50 4.22 3.96 4.01 
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方針２「市民一人ひとりが主体となり輝ける温かい環境の再生」 

 

 指標：まちなか施設の利用回数  

 

まちなか活性化は、そこに住む人々の活動なくしては達成できません。まち

なか活性化に携わる方々が、まちなかの各施設※を利用した回数を定期的に調査

することで、まちなかにおいて民間の活動（会議、イベントなど）がどの程度

行われているか把握できるため、適切な指標となります。 

※佐野駅前交流プラザぱるぽーと、中央公民館、市民ギャラリー、 

市民活動スペース（H27～）、まちなかにぎわい空間（H30～） 

 

  H26 H28 H30 
Ｒ11 

（目標値） 

まちなか施設の年間利用回数（回） 4,615 5,607 4,988 5,600 
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方針３「多様な文化を融合した “佐野の魅力”の創造・発信」 

 

  指標 1：歩行者・自転車通行量 

 

歩行者通行量、事業所数、従業者数、空き店舗数等が数値目標指標として考

えられますが、その中でも歩行者通行量は、まちなかの来街者数の動向を把握

することができるため、活性化の実態を把握する指標として重要となります。

また、本市では、まちなかの商店街において、定期的に歩行者通行量の定点観

測を行っており、定期的にフォローアップが可能な指標であるとともに、多く

の人々に理解しやすい指標です。 

活性化に資する施策を展開していくことで、居住人口の減少を抑制するとと

もに、まちなか外の市民や市外からの来街者の増加が期待されることから、目

標値として歩行者・自転車通行量を 3,400 人と設定します。 

 

  H20 H25 H30 
Ｒ11 

（目標値） 

歩行者・自転車交通量【休日】（人） 2,491 3,375 3,264 3,400 

 

 

 

 



43 

指標 2：商業販売額 

 

まちなかににぎわいを創出していくためには、魅力的なサービスや商品の提

供と非日常的な空間が演出され、消費者の視点からも支持される商業機能の強

化も必要であることから、商業統計調査などで定期的に調査がされている商業

販売額を指標として定めます。 

  活性化に資する施策を展開していくことで、居住人口の減少を抑制するとと

もに、まちなか外の市民や市外からの来街者の増加が期待されることから、目

標値として商業販売額を６０億６千万円と設定します。 

          

  H6 H14 H19 H28 
R11 

（目標値） 

商業販売額（億円） 271.9 136.1 92.9 60.6 60.6 
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方針４「ふれあい・交流を支え、環境に配慮した基盤整理を推進した魅力的な回遊・

商業空間の演出」 

 

指標：佐野駅バス停留所の一日平均降車人員 

 

公共交通機関の一日平均降車人員、鉄道駅の乗降客数などが数値目標指標と

して考えられますが、その中で、公共交通機関の一日平均降車人員は、まちな

かの来街者数の動向もある程度測定が可能であり、活性化の実態を把握する指

標として適切です。また、交通事業者が自ら調査を行っており、定期的にフォ

ローアップが可能なことからも適切な指標となります。 

各種事業による来街者及び居住者の増加を想定し、目標値として一日平均降

車人員を 350 人と設定します。 

 

  

  H25 H27 H29 
R11 

（目標値） 

１日平均降車人員（人） 211 265 305 350 
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第７章 活性化の実現に向けて 

１．市民の主体的参加及び協働体制の確立 

 

近年、少子高齢化の進行や都市圏への人口流出に伴い、地方行政の持つ力が衰退

しています。そのような中で、持続可能なまちづくりを進めるため、「民間活力の

活用」や「官民連携」が必要不可欠となっています。 

前基本計画の成果がいまひとつであった要因の一つとして、まちづくりへの市民

参加の環境を醸成できなかった点があると考えられます。そのため、本基本計画の

策定を契機に、まちづくりのプレーヤーとなり得る市民を発掘し、その活動を支援

し、協力体制を構築していくこと、まちづくりへの市民参加を推進していきます。 

 

２．佐野市まちなか活性化推進協議会 

 

（１）協議会の体制 

 

まちづくりへの市民参加を推進するにあたり、前基本計画から引き続き、「佐野

市まちなか活性化推進協議会（以下、「協議会」という）」を組織し、活動していき

ます。 

前基本計画においては、協議会がまちなかのマネージメント組織として位置づけ

られ、協議会のサポート組織として市が事務局を担っていましたが、前基本計画に

おいて、サポート組織も将来的には協議会の内部に存在し、その役割は民間が担う

としていることから、本基本計画では、事務局を「さのまちづくり株式会社」へ移

譲し、市は委員の一員とすることで、より民間の目線に寄り添ったまちづくりを進

めます。 

また、構成委員についても、「中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律

第 92 号）第 15 条」を基準にしつつ、実際にまちなかで活躍しているプレーヤーを

任命するなどし、これまで以上に、自由でまちなかの特性にあったアイデアが出や

すい協議会を目指します。 

なお、「さのまちづくり株式会社」については、「コンパクトでにぎわいのあふれ

る街」を目指し、まちなかの遊休不動産の活用や定住人口の増加、まちなかの回遊

性向上などの取組を目的としている会社です。 

民間事業者ならではのフットワークを活かし、まちなかににぎわいを取り戻すた

めの事業を展開するまちづくりの担い手であり、協議会事務局として積極的な活動

が期待されます。 
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（２）協議会の役割 

 

協議会は、まちなか全体の活性化のため、「自治会」や「商店街」の枠を越え、

都市を経営する観点から「まちなかをマネージメントする」ことを目的とした組織

となっており、本基本計画推進に向けた協議会の組織は、以下のイメージとなって

います。 

また、結成初期から協議会に実働的な機能を求めることは困難であり、事業実現

に向けた検討会や勉強会を開催するなど、外部から専門家を招いての活動が第一歩

になると考えられます。 

 

【協議会の組織イメージ】 

 

【協議会に求められる機能】 

・基本計画の推進

・公共空間などの管理

・地域のルールづくり

・土地利用の促進

など

マネージメント

機 能

・まちなかのブランド力

を高めるPR活動

・リノベーション事業の

提案・活動支援

・イベントの企画・運営

など

プロデュース

機 能

・行政⇔市民間の調整

・地域住民等との合意形

成

・多様な組織団体との連

携

など

コーディネイト

機 能

第２次佐野市

中心市街地活性化

基本計画

策定

佐野市

・基本計画の推進

・まちなかのPR活動

・地域住民等との合意形成

・多様な組織団体との連携

佐野市まちなか

活性化推進協議会

連携

事務局商店街 佐野商工会議所

さのまちづくり㈱

佐野市観光協会 ほか多様な人材

委
員

公共交通事業者

○○専門部会 △△専門部会 ××専門部会

など

専門家
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３．本基本計画の実施スケジュールの確立と各期の取組 

 

（１）全体の実施スケジュール 

 

まちなかの活性化には、ハード整備やソフト事業、市民のまちづくり意識の醸成

等が必要となるため、今後 10 年間の計画期間を 3 期に分け戦略的に事業を実施し

ます。 

各期において実施される活性化事業・施策などの評価・効果・検証を定期的に行

いながら、次期の取組がより効果的・効率的なものになるよう反映していきます。

また、集大成となる第 3 期においては、本計画の総括的なフォローアップを行い、

持続的なまちなか活性化に向けて、計画期間終了後の取組の検討を行うものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第１期 （１～４年） 

前基本計画から継続の事業を引き続き実施していくとともに、市民のまちづくり

意識の醸成につながるものを中心に新たな事業を展開していきます。 

 

（３）第２期 （５～７年） 

官民連携のもと各種事業を展開していきます。また、県道桐生岩舟線及び市道 1

級 1号線の拡幅などハード整備の進捗に合わせ、沿道のにぎわい創出にも力を入れ

ていきます。 

 

 

●前期からの継続事業の実

施 

●市民参加意識の醸成に向

けた取組 

●第一期事業による波及効

果を活かした取組 

●市民協働のまちづくりの

推進 

●集大成としての活性化事

業・施策の早期実現化 

 

 

第１期 （１～４年目） 第２期 （５～７年目） 第３期 （８～10 年目） 

評価・効果・検証 

評価・効果・検証 評価・効果・検証 

各種活性化事業（第１期・第２期・第３期） 

計画期間終了後の取組検討 
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（４）第３期 （８～１０年） 

第２期までに着手ができなかった事業の早期実現化及び早期実現化に向けた働

きかけを積極的に行うとともに、基本計画の総括期として、基本計画の評価を行い

ます。 

 

４．まちなか活性化に向けた今後の取組 

 

（１）関係機関等との連携や上位計画との整合性を図った取組 

 

本基本計画における事業の波及効果などを考慮しながら、実施に向けた働きかけ

を行うとともに、さのまちづくり㈱や佐野商工会議所などの関係機関との連携を強

化していきます。さらに、本基本計画の目標が実現するよう、それぞれ役割分担を

しながら、これまで以上にまちなかの活性化・再生に取り組んでいきます。また、

総合計画や都市計画マスタープラン、今後策定予定の立地適正化計画など上位計画

との整合を十分に図りながら、各種事業を進めていきます。 

 

（２）中心市街地活性化計画区域の取扱い 

 

本基本計画においては、「中心市街地活性化計画区域」を前基本計画の約 165ha

から約 96ha と、大幅に縮小しました。また前基本計画から引き続き全域をまちな

か居住エリアに設定しています。 

また、区域設定の基本方針を踏まえ、具体的な事業や施策を重点的に実施する区

域として「戦略的まちなか活性化エリア」を位置づけています。 

本基本計画の目的は、まちなか居住を推進していくことはもちろんのこと、市民

のまちづくり意識の醸成と民間主導による官民連携まちづくりに向けた新たなス

タートラインに立つことです。本市の現状を踏まえ、学校跡地などの市有地を含め

た既存ストックを有効活用し、効果的、効率的に各種活性化事業を展開していく必

要があります。 

したがって、「中心市街地活性化計画区域」全体が再生・活性化するために、「戦

略的まちなか活性化エリア」の価値を向上させ、徐々に計画区域全体へと波及させ

ていくことを目指します。 
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－資-3－ 

１．佐野市中心市街地活性化基本計画の経緯 

 中心市街地活性化基本計画については、平成２１年度に策定され、１０年間の計画

期間を３期に分けて戦略的に事業を実施してきたところである。 

 各期において実施されてきた活性化事業・施策などの評価・効果・検証を行いなが

ら、効果的・効率的な取り組みに反映させてきたところである。本計画において集大

成となる第三期では、本計画の総括的な評価などを行い、持続的なまちづくり・まち

なか活性化に向けて、次の活性化基本計画の方向性を示すものと位置づけられている。 

○計画期間 

第一期 平成２２年度～平成２５年度 

第二期 平成２６年度～平成２８年度 

第三期 平成２９年度～平成３１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐野市中心市街地活性化基本計画 66P 抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

第一期（1～4年） 

●活性化に向けた効果的

プロジェクトの推進・展

開 

●市民参加意識の醸成に

向けた取り組み 

第二期（5～7年） 

●第一期事業による波及

効果を活かした取り組

み 

●市民協働のまちづくり

の推進 

第三期（8～10年） 

●集大成としての活性化

事業・施策の早期実現化 

●協議会の機能拡充と成

熟化に向けた取り組み 

評価・効果・検証 評価・効果・検証 

各種活性化事業（第一期・第二期・第三期） 

評価・効果・検証 

中心市街地活性化基本計画の改訂 
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２．佐野市まちなか活性化推進協議会の活動経緯 

（１）中心市街地活性化基本計画の推進に関すること 

【活動組織等】 

○まちなか活性化勉強会（ワークショップ、H20 年度） 

⇒まちなか活性化基本方針の検討 

○中心市街地活性化基本計画策定専門部会（H21 年度） 

⇒中心市街地活性化基本計画を提案 

○外部有識者によるアドバイザリーボード（H23 年度） 

⇒外部有識者ネットワークの形成 

○基本計画のフォローアップ（H23、24、29 年度） 

⇒進捗状況等の確認・評価 

 

（２）中心市街地活性化推進に関する調査研究及び普及啓発に関すること 

【活動組織等】 

○まちなかワークショップ（H21～24 年度、24 年度～「いっ展べぇ」実行委員会） 

○中心市街地活性化調査・先進地視察（館林市・高崎市・大田原市・那須塩原市 

H21 年度） 

○協議会ホームページの作成・管理（H21～30 年度） 

○シンボル軸調査・先進地視察（宇都宮市大通り、H22 年度） 

○まちなかグランドデザイン専門部会（H23 年度） 

○基本計画の推進に向けた庁内関係課会議（H23～24 年度） 

○まちなか居住推進プロジェクトチーム（H24 年度） 

○まちなか居住推進分科会～さのまるごと安心プロジェクト～（H25～27 年度） 

○まちなか居住専門部会（H28 年度）⇒提言書を提案 

 

（３）中心市街地の活性化に寄与する活動の企画及び実施に関すること 

【活動組織等】 

○（仮称）まちなか活性化ビル活用計画専門部会（H21 年度） 

○シンボル軸とそのまちづくり専門部会（H22 年度） 

⇒整備計画案を提案 

○食のまちおこし専門部会（H22 年度） 

⇒「スイーツによるまちおこし」を提案 

○キャンドルナイトイベント（企画・実施：まちなかワークショップ、H22 年度） 

○まちなかギャラリー「いっ展べぇ」（企画：まちなかワークショップ、実施：「い 

 っ展べぇ」実行委員会、H23～30 年度） 

○南北シンボル軸専門部会（H23 年度） 

⇒市道１級１号線の整備計画案を提案 

○庁舎建替え検討部会（H23 年度） 

⇒「庁舎建替えに伴うまちなかグランドデザイン」の提言 
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○廃校の利活用とスポーツによるまちおこしプロジェクトチーム（H24 年度） 

⇒「田沼高校跡地の利活用についての提言」を体育協会・文化協会と共同提案 

○まちづくり会社設立準備会（プロジェクトチーム、H24 年度） 

○まちづくり会社設立準備分科会（H25～27 年度） 

○まちづくり会社連携専門部会（H28～29 年度）⇒事業提案書の提案（H28 年度） 

 

（４）その他中心市街地活性化推進のために必要な事業に関すること 

【活動組織等】 

○まちなか元気 UP シンポジウム（H20.1.22） 

○佐野駅南イルミネーション点灯式（H21～30 年度） 

○まちなか賑わい創出イベントとの連携・協力（H21～30 年度） 

○佐野駅前交流プラザ「ぱるぽーと」、まちなか活性化ビル「佐野未来館」、まち 

なかサロン等のまちなか拠点施設との連携・協力（H22～30 年度） 

○さのまちづくり株式会社設立（H27.10.2） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立総会及び第 1 回協議会（H20.1.22）の開催状況 まちなかギャラリー「いっ展べぇ」（H27 年度） 

南北シンボル軸（市道１号線）の整備イメージ提案 
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３．佐野市中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップの実施と結果 

 平成２９年度は第三期に入るため、集大成として本計画にあるそれぞれの事業につ

いて、評価・検証を行い、最終的に中心市街地活性化の目標となる指標への効果など

の評価を行った。 

○最終フォローアップの概要 

 ・総合的判断 

   進捗・完了状況：概ね順調に進捗・完了した。 

   活性化状況：若干の活性化が図られた。 

 ・事業の進捗状況 

４４事業/５１事業（着手・完了率８６．３％） 

事業数 実施状況 

５１ 

(２０) 

着手済 １７(７) 35.3％(35.0％)  着手・完了率 
未着手 ７(１) 13.7％(5.0％) 86.3％ 

(95.0％

) 

44/51 

(19/20) 
完了 ２７(１２) 51.0％(60.0％) 

※ ( )は重点戦略プロジェクト 

 ・指標達成状況 

Ａ(目標越え)…４つの指標(NPO 団体数、WS 参加者数、通行量、バス乗車人数(市営)) 

   ｂ(基準越え)…１つの指標(都市計画道路整備率) 

   Ｃ(目標及び基準未達成)…３つの指標(居住人口、商業販売額、バス乗車人数(万葉)) 

方針 指標 基準値 目標値 最新値 達成状況 

基本方針１ 

まちなか居住に誇りを持てるような

魅力的な居住環境を演出します。 

まちなかにおける居住人口 7,200人 

(Ｈ22想定値) 

7,200人 

(Ｈ31) 

6,443人 

(Ｈ27) Ｃ 

基本方針２ 

市民一人ひとりが参加し輝く温かい

環境を再生します。 

ＮＰＯ団体数 20団体(Ｈ20) 30団体(Ｈ31) 31団体(Ｈ28) Ａ 

まちなかワークショップ参加者数 17人(Ｈ20) 35人(Ｈ31) 47人(Ｈ28) Ａ 

基本方針３ 

旧文化と新文化が融合した新たな“佐野の魅力”を創造・

発展することでまちなかの賑わいを演出します。 

歩行者通行量（休日） 3,475人(Ｈ21) 4,500人(Ｈ31) 4,822人(Ｈ28) Ａ 

商業販売額 136億円(Ｈ16) 135億円(Ｈ31) 124億円(Ｈ19) Ｃ 

基本方針４ 

ふれあい・交流を支え、環境に配慮し

た基盤性を推進して魅力的な回遊・商

業空間を演出します。 

バスの年間乗車人数（市営） 49,966人(Ｈ19) 50,000人(Ｈ31) 133,211人(Ｈ

28) 
Ａ 

バスの年間乗車人数（万葉） 188,060人(Ｈ

19) 

210,000人(Ｈ

31) 

178,522人(Ｈ

28) 
Ｃ 

都市計画道路の整備率 23％(Ｈ20) 50％(Ｈ31) 30％(Ｈ31) ｂ 
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 ・協議会の意見 

   活性化状況：若干の活性化が図られた。 

 

 ・市民意識の変化 

   活性化状況：若干の活性化が図られた。（市政に関するアンケート調査から） 

「市政に関するアンケート調査」から抜粋（調査対象2,000人） 

●住みやすい快適なまちづくり 

（都市核の利便性） 

問11 佐野市では、中心市街地（佐野駅周辺）や田沼駅周辺、葛生駅周辺などのまちなか活性

化の推進に取り組んでいます。これらの地域が、合併前に比べ便利になってきていると思いま

すか。 

 

 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

１.そう思う 14.2％ 19.1％ 16.7％ 21.3％ 22.2％ 20.1％ 21.1％ 20.9％ 

２.どちらかといえばそう思う 33.4％ 34.4％ 35.4％ 38.8％ 35.0％ 34.0％ 36.3％ 37.0％ 

３.どちらかといえばそう思わない 18.1％ 14.2％ 13.9％ 16.0％ 11.2％ 12.2％ 14.2％ 10.3％ 

４.そう思わない 15.4％ 15.3％ 17.4％ 13.5％ 15.1％ 15.9％ 12.6％ 12.7％ 

５.わからない 12.4％ 11.9％ 12.5％ 7.4％ 13.1％ 13.3％ 12.6％ 15.4％ 

無回答 6.3％ 5.2％ 4.1％ 3.0％ 3.4％ 4.4％ 3.1％ 3.7％ 

１と２の合計 47.6％ 53.5％ 52.1％ 60.1％ 57.2％ 54.1％ 57.4％ 57.9％ 
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４．次期中心市街地活性化基本計画及び推進体制への協議会委員意見 

  （平成３０年度第１回協議会後に意見徴取） 

（１）次期中心市街地活性化基本計画の在り方について 

・計画策定は必要だと思う。 

・市民の共通認識として中長期的な道筋があるべき 

・県道や市道などの投資がされる中、民間の投資を誘導する施策が欲しい。 

・中心市街地で大型投資の期待薄や歴史的資産の少ない佐野市は住宅投資が多い 

ので、公営住宅の建設、民間借り上げなど「住」を優先する。 

・公共のインフラ整備はメドがついてきたので、今後は民間活動に重点を置くべ 

き。 

 

（２）中心市街地活性化のための組織について 

・中心市街地に住んでいる地元の人々が中心となって、かかわることが一番自然 

で最も活性化が期待できるものと考える。 

・まちづくり会社などがコアとなって有機的なつながりを持った集団が存在、運 

営され続けていければよいと思う。 

・従来の市主導の計画策定～協議会運営をまちづくり会社主導の体制とする。 

（市は、まちづくり会社に委託費を払うことをお願いしたい。） 

・まちづくりの実行部隊を充実させるために、協議会の下にいろいろな部会を設 

ける。 

・自由闊達に議題にあげられるような組織づくりをお願いしたい。 

 

（３）その他 

・新庁舎駐車場の土日祭日の利用について 

庁舎 1 階の市民活動スペースができたことは大変良かった。しかしながら

土日祭日に市民活動スペースを利用する際、朝から駐車場が満車で庁舎利用

者が駐車できない。また地下駐車場もクローズしている。せっかくの活動ス

ペースの利用に支障をきたしているのが現状である。 

県道向かい側の市営駐車スペースは有料であり空きが多いと聞く。万町駐

車場のように 2 時間無料の有料ゲートの設置、休日民間委託（地下駐車場開

放も含む）等、有料化することで長時間駐車の抑止となり、利益はわずかと

思われるが駐車場開放の運営費にあてるなど、解決策案を多方面の方々から

意見を集め、休日有料化をぜひ検討して頂きたい。 
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５．次期中心市街地活性化基本計画 

 佐野市中心市街地活性化基本計画については、平成 31 年度をもって計画期間が終

了することになる。今後、更なる佐野市の中心市街地活性化を推進するためにも、次

期計画を策定する時期に差し掛かっている状況である。 

また、中心市街地活性化基本計画については、国の認定を受けた計画にするかどう

かなど、佐野市の今後の方針や施策を考慮して判断する必要がある。 

 

（１）他市町の状況 

認定中活のメリット・デメリット（認定中活を受けた他市への聞き取り） 

認定中活は、三大都市圏及び政令指令都市を除く地方都市については、当該市

町村内における全ての準工業地域における大規模集客施設の立地を制限する特別

用途地区等の都市計画決定及び必要な条例の整備が行われることが条件となって

おり、都市の規模により状況が異なる。 

   このため、三大都市圏及び政令指令都市を除く地方都市に電話での聞き取りを

行った。 

 

中心市街地活性化基本計画の認定を受けたメリット 

市やまちづくり会社の今後の計画に合う補助メニューがあれば、補助を受けるこ

とができる。特にハード事業の補助がメリットとなる。 

（近年国交省の補助がなくなってきている。都市再生整備計画の加算も平成 29 

年度から削除） 

・都市再生整備計画等の補助率がアップし、暮らし・にぎわい再生事業が使えるため、ハードを

つくるのに役立った。 

・ハード事業の補助が手厚い 

・新規で複合ビルを建てる際の補助がついたこと（年間 80 万人来場） 

・地元の人のやる気を出るようになり、まちなかでのイベント数が増加、また解散した商店街が

再結成した。 

・ハードがあれば補助金がもらえるというメリットがある。 

・ハード面の国の補助が良い 

 

 

 

  
佐野市 

 
日光市 

 
大田原市 

福島県 
会津若松市 

茨城県 
石岡市 

人口（人） 119,703 83,612 74,366 121,798 75,993 
面積（㎢） 356.04 1449.83 354.1 382.99 215.53 
計画期間  Ｈ23.3～ 

Ｈ28.3 
Ｈ20.11～ 

Ｈ26.3 
Ｈ27.7～ 
Ｈ32.3 

Ｈ21.12～ 
Ｈ27.11 
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中心市街地活性化基本計画の認定を受けたデメリット 

・準工業地域は全域 1万平米の規制を受ける。それにより大規模な出店希望者が減

り、法人市民税等の減収になることもある。 

・ハード事業を基本計画に盛り込むことが求められる。 

・計画期間が「おおむね 5年以内」と短い設定のため、策定時に綿密な計画ではな

いと完了が難しい。 

・成果を求められる。効果が少しずつみえたとしても足りない。5 年で成果がでるように計画を

作っているため。また一か所が流行っただけでは活性化したとはいえず、他に波及することが

必要であると、会計検査の際指摘された。 

・指標がほぼ達成することができなかった。（3つの指標中、達成できたのは「歩行者」の 1つだ

け。のこりの定住人口及び小売り額については減少してしまった） 

 ハード事業で道路拡幅を行ったが、空き地や駐車場が増えてしまい、賑わいが創出できたのか

は不明。 

・フォローアップが大変である。 

・計画に掲載した事業で、事業主体が市ではなく民間の場合、途中でやめてしまう事業が見受け

られるため、修正等が必要になる。 

・フォローアップが必要となり、計画期間終了後の現在もアンケート多く求められる。 

 

準工業地域の建築制限 

・条例で定めている。（制定するまでに要する期間は平均 1年半） 

・「日光市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例」で準工業地域全域を特別用途

地区としている。 

 すでに建っているものは対象外。増築、改築に関しては、すでに 1 万平米を超えているものに

関しては、できない。公益のために必要と考えられるものは、市長による判断となる。今まで

に、このようなことはなかった。 

・準工自体があまりないため、大きな問題はなかった。準工は、工業地帯の一部と民家が立って

いるところ。しかし、約 9000 平米の建物がたってしまった。 

・大きなトラブルや影響はないと考えている。 

 

スケジュール 

・2年～5年くらいの期間を要している。 

・日光市は平成 18 年に民間より声が上がり人を呼び込むための計画を考え始めた。平成 21 年に

まちづくり推進室ができ、区画整理が一部終わったことを踏まえ、再度考え準備をして、平成

23 年度の認定にこぎつけた。 

・計画自体は 1年で作成できた。しかし、中身の調整や、地権者等の意向確認の時期は 5 年ほど

かかった。 

・平成 11 年から下地となる、任意中活の計画などがあった。 

 前計画策定の際も、認定をとりたいと思ったが、ハードがなく認定をとることができなかった。 

・平成 25 年からニーズ調査等を行い、調査に 2.3 年かかった。 
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 内閣府に相談にいってからは、認定をうけるまで 1年くらいだった。 

・平成 20 年 3月中心市街地活性化協議会設立準備会設立会議を行い、2年くらい かかっている。 

・都市計画の決定に関しても、平成 19 年 10 月に説明会を行い、平成 21 年に特別用途地区の都

市計画決定したため、2年くらいの時間を要している。 

 

（計画が終了した市に対して）2期計画を取らなかった理由。 

ハード事業をする予定がないため。 

・ハード事業を行う予定がないため、ソフトだけではやる意味がないと判断した。 

・計画は作成したがハード整備を行う予定がなく、ソフト面のため認定は受けなかった。ソフト

面だけでは、認定をとるメリットが薄いと考えているため。 

 

（２）佐野市においての認定中活の時期 

認定中活の一番のメリットとしては、ハード事業への補助が大きいことである。 

平成 27 年に佐野市が内閣府へ中活認定の事前相談を行った際、計画については

ハード事業とソフト事業が約半々になるように策定してほしいとの助言をもらっ

ているが、「自由通路」「駅前交流プラザ」「まちなかサロン」等中心市街地の拠点

となる整備が完了しており、喫緊のハード整備の必要はないと考えられる。またさ

のまちづくり（株）においても、補助の対象となるハード整備の希望は現在のとこ

ろないようである。 

  計画期間がおおむね 5年以内と短い時間設定であり、認定中活に盛り込むべきハ

ード整備が今の段階では見つからなく、認定計画を作成する時期としては、今では

ないと考える。 

  平成 32 年度に立地適正化計画（※）が佐野市においても策定される予定である

ため、これと調整しながら、ハード整備が本当に必要となった際認定中活を策定し

たほうが良いと考える。 

 

（※）「立地適正化計画」は、人口減少や超高齢社会が進む中にあっても、子どもから高齢者まで安心

して便利に暮らせる魅力あるまちとして持続的に発展していくため、公共交通ネットワークの構築と

連携を図りながら、居住や医療・福祉、商業などの都市の生活を支える機能の立地誘導によりコンパ

クトなまちづくりを推進するための計画です。 
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（３）次期佐野市中心市街地活性化計画について 

  認定中活を受けない場合の次期計画策定の必要性については、最終フォローアッ

プにおいても事業は概ね順調に実施したが、指標の達成状況などの効果については

「若干の活性化が図られた」という結果であり、充分な中心市街地活性化が図られ

たとは言えない状況である。また、協議会委員からも「計画策定は必要だと思う。」

や「市民の共通認識として中長期的な道筋があるべき」との意見があることから、

基本計画の策定は必要であると考えられる。 

  任意の計画を策定する場合、次の三つの方法が考えられる。 

 

①現在の佐野市中心市街地活性化基本計画期間を延ばし使用する方法 

これについては、修正の時間は要しないものの、計画期間に成し遂げることが

できなかった計画を、単純に期間延長しただけでは、何の成果も得られないので

はないかという懸念がある。 

 

②現在の佐野市中心市街地活性化基本計画の一部を改訂し使用する方法 

本計画の 66 ページにも期間終了後、評価・効果・検証を行った上で、改訂を行 

う旨が記載されているため、現在未着手の事業について新たな側面から考えるこ

ともできる。 

しかし、概ね着手済み及び完了となっていることから、中心市街地活性化の新

な進展は難しいと考えられる。 

 

③新規の佐野市中心市街地活性化基本計画の策定 

内容を一から決めることができることから、現在の計画に囚われず新たな計画

を策定することができる。しかし、認定を受けない計画では国の補助メニューに

期待した事業を行うことが難しく、市費のみでの実施やまちづくり会社や民間に

頼った事業には限界があり、基本計画策定後の事業推進が難しく、期待する効果

が上げられない可能性がある。 

 

  ①の現計画の期間延長では、既着手事業の更なる推進、及び未着手事業の着手・

完了が目標になるが、未着手事業について、これまで着手できないのは、原因が事

業を取り巻く社会環境、需要と供給（採算性）、民業圧迫など様々あり、時間を要

することで可能というものではないため、期間延長により達成できる可能性は低い。 

  ③の任意の新規計画では、「（２）佐野市においての認定中活の時期」において述

べたとおり、中心市街地の拠点となる整備が概ね完了しており、喫緊のハード整備

の必要はないと考えられることから、認定を受ける際と同様にハードとソフトを交

えた新規基本計画づくりに適した時期ではないと考えられ、ハード整備が本当に必

要となった際に認定中活を含めて検討すべきと考えられる。 

最終フォローアップでも評価したとおり、現行基本計画の事業は概ね順調に実施

したが、指標の達成状況などの効果については「若干の活性化が図られた」という
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結果であり、未着手事業もいくつか残されている状況である。 

  従って、認定中活を受けるべきと判断される時期になるまでは、現行計画の未着

手事業について実現の可能性を検討し、達成が困難な事業については、何故実現で

きないのか、どのような形態の事業にすれば実施可能かを検証し、指標達成に向け

て貢献できる事業への振り替えや、基本計画を策定した時点では設立していなかっ

た「さのまちづくり㈱」において実現が可能かどうかを検討した改訂を行い、引き

続き現行基本計画の推進を図るべきであると考える。 

 

（４）改訂版佐野市中心市街地活性化計画の方針について 

  基本計画の改訂を行うに際し、現基本計画の問題点を踏まえ、次のとおり基本方

針を定める。 

 

①まちなかの各種データの更新 

   人口・世帯数、児童数、商業販売額など中心市街地活性化を図る上で重要な基

礎データについて、最新のデータに更新し近年のトレンドを把握する。 

 

②戦略的まちなか活性化エリアの見直し 

   中心市街地活性化区域内にある「戦略的まちなか活性化エリア」について、エ

リア設定が概略的であり明確でないため、まちなかの概況を踏まえて明確なエリ

アを示す。 

 

③まちなか活性化の基本コンセプトの見直し 

   まちなか活性化の基本コンセプトや基本方針などで、不明確な表現であったり、

計画策定時と大きく環境が変化している事項について、適正な表現に変更する。 

 

④活性化施策・事業の見直し 

   方針ごとに展開している施策・事業について、引き続き実施すべき事業、役目

を終えて完了している事業、着手・完了が不可能な事業の３つに分けて、着手・

完了が不可能な事業については、各方針の目的と合致し、なおかつ着手・完了の

見込みが十分にある事業に振り替える。 

 

⑤各指標の見直し 

   目標値である指標について、指標そのものが時代背景に合致しているか検討し、

そぐわないものについては別の指標に置き換える。また、各指標の目標値につい

て、過大であったり過小であるものについては、現実的な目標値に再度設定する。 

 

⑥推進体制・協働体制の見直し 

   基本計画の効果的な推進のため、本報告書を基にして改正を行う。 
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６．今後の中心市街地活性化のための推進体制 

 佐野市中心市街地活性化基本計画は国の認定を受けたものではなく、任意の計画と

して策定したものであるが、佐野市が単独で作成する形ではなく、本協議会主導によ

り計画づくりから深く関わってきたところである。計画策定後も本協議会としては、

基本計画事業の進捗状況についての提言、重点課題に対するプロジェクトチームの設

置など、基本計画を推進するための様々な事業を行ってきたところである。 

 

（１）佐野市中心市街地活性化基本計画上の取り扱い 

計画期間終了後の取り扱いについて、佐野市中心市街地活性化基本計画の中では、

協議会の今後の役割と展開方向として、協議会は法人格を持つ「まちづくり会社」や

「ＮＰＯ団体」などへ移行することが検討課題であり、本市の中心市街地活性化を牽

引する組織として発展することが望ましいとある。 

 また、基本計画推進に向けては協議会に「マネージメント機能」、「プロデュース機

能」、「コーディネート機能」が求められ、活性化を円滑かつ実現性の高いものにする

ためにも、現在行政で負っている事務局の業務を商工会議所等の民間団体に移行する

ことも検討課題となるとある。 

 

（２）中心市街地活性化のための組織について（協議会委員の意見） 

・中心市街地に住んでいる地元の人々が中心となって、かかわることが一番自然 

で最も活性化が期待できるものと考える。 

・まちづくり会社などがコアとなって有機的なつながりを持った集団が存在、運 

営され続けていければよいと思う。 

・従来の市主導の計画策定～協議会運営をまちづくり会社主導の体制とする。 

（市は、まちづくり会社に委託費を払うことをお願いしたい。） 

・まちづくりの実行部隊を充実させるために、協議会の下にいろいろな部会を設 

ける。 

・自由闊達に議題にあげられるような組織づくりをお願いしたい。 

 

（３）さのまちづくり㈱の役割 

設立趣意書抜粋 

  この会社は、中心市街地活性化基本計画をベースに、民間の力を活用して、「コ

ンパクトで賑わいのあふれる街」を目指し、行政では時間を要したり進め難い施策

も、民間という立場と活力でまちづくりを加速させるもので、先ずは中心部に残る

未利用地や、遊休化した建物に新たな機能を誘導することにより、中心部の本来持

つべき姿を取り戻すための事業を実施いたします。 
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定款抜粋 

 （目   的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

  １．市街地の定住人口や交流人口の増加に資する業務 

  ２．商業振興による地域活性化に資する業務 

  ３．市街地整備改善事業の企画、調査、設計及びコンサルタント業務 

  ４．市街地整備改善事業の実施 

  ５．不動産の所有、管理業務 

  ６．公共施設の管理運営業務の受託 

  ７．シティプロモーション事業の企画、運営受託 

  ８．佐野市との連携による、市全体の調和ある発展と活性化に資する事業 

  ９．前各号に附帯する一切の業務 

 

  さのまちづくり㈱では、上記の設立趣意及び定款に基づき様々な事業を展開して

いる。具体的には、沿道街区共同利用事業として、県道等の公共用地買収に伴い発

生する残地の売買や貸付けなど、地権者の意向に沿った相談を受け、土地がまとま

る可能性がある箇所では進出意向のある企業の誘致を図っている。事例としては、

平成２８年に本町のセブンイレブン進出が成功しており、その他の箇所でも事業を

推進しているところである。また、遊休化した市有地についても積極的に活用し、

月極駐車場やテナントビル運営（予定）などを実施している。 

  まちづくり会社を設立した意義としては、地方自治法等の法令、公平・公正の原

則などに阻まれて、行政では推進することが困難であった中心市街地活性化の推進

事業について、半官半民の立場を活用して成果を上げているところであり、当初の

意義どおり、中心市街地活性化のための実行部隊として「マネージメント機能」、「プ

ロデュース機能」、「コーディネート機能」を備えた組織に成長しつつある。 

 

（４）新しい体制の検討 

佐野市中心市街地活性化基本計画にあるとおり、協議会の今後の役割と展開方向

として、協議会は法人格を持つ「まちづくり会社」や「ＮＰＯ団体」などへ移行す

ることが検討課題であり、協議会が主体となって設立された「さのまちづくり㈱」

が、本市の中心市街地活性化を牽引する組織として発展することが望ましいと考え

られる。また、さのまちづくり㈱には、現行基本計画の中で着手できなかった事業

について、行政や民間では困難であった部分を、半官半民の立場から「マネージメ

ント機能」、「プロデュース機能」、「コーディネート機能」を備えて実行できる組織

として期待される。 

  次期中心市街地活性化基本計画については、認定中活に盛り込むべきハード整備

の目途が立ち、佐野市立地適正化計画と充分に整合性を図った後、然るべき時期に

認定中活として新しい計画づくりを進めるべきと考える。それまでの現行計画期間

終了後は現行基本計画の一部を改訂し、現行基本計画の未着手事業など、さのまち
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づくり㈱が中心となり、民間・商工会議所・行政と連携して事業に取り組み、指標

などの効果の向上を図るべきと考える。 

  新しい体制では、現行基本計画にあるとおり、活性化を円滑かつ実現性の高いも

のにするためにも現在行政で負っている事務局の業務を商工会議所等の民間団体

に移行することも検討課題とある。また、協議会委員からも「従来の市主導の計画

策定～協議会運営をまちづくり会社主導の体制とする。」など、さのまちづくり㈱

に主体的役割を期待する意見もある。 

  そこで、現行計画にあるとおり中心市街地活性化を牽引する組織として、「さの

まちづくり㈱」が設立された現状では、同社がその機能を担うものとして、現行計

画期間終了を持って新体制へ移行する。ただし、「さのまちづくり㈱」の機能を補

完するものとして、必要に応じて散発的に専門家や有識者による組織を設置し、事

業や課題などについて意見を徴取する組織を残すものとする。 

  また、認定中活を受ける条件が整った際には、認定制度に見合った新しい法定協

議会を設置し、新しい中心市街地活性化基本計画について様々な協議を行う。その

際には、現行基本計画にあるとおり、活性化を円滑かつ実現性の高いものにするた

めにも現在行政で負っている事務局の業務を「商工会議所」若しくは「さのまちづ

くり㈱」において行うものとする。 

 

現行期間終了～               認定中活策定～ 

 

 

 

 

               

改訂  事業の推進     事業の推進      策定 

                     

      協議                     支援 

                            

提案           提案 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さのまちづくり（株） 佐野市 

必要に応じて事業や課題ごとに専

門家や有識者などの組織を設置 

改訂版中心市街地活性化 

基本計画 

認定中心市街地活性化 

基本計画 

新まちなか活性化推進協議会 

佐野市 

事務局 

 佐野商工会議所 

    or 

さのまちづくり㈱ 
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７．今後のスケジュール 

（１）期間終了～改訂版期間開始 

           平成 30 年度      平成 31 年度    平成 32 年度 

 

 

現中活計画 

                 計画期間         終了 

改訂版中活計画 

                        改訂      期間開始 

現協議会 

           次期計画及び推進体制検討       改訂版中活計画検討      新体制移行 

 

（２）～認定中活運用開始 

         3 年前   2 年前   1 年前 

 

 

改訂版中活計画 

計画期間        終了 

認定版中活計画 

         原案作成  地元意見調整等  国へ認定申請    期間開始 

新協議会 

           発足    原案の評価・計画推進のための意見 

特別用途地区設定  

(準工規制)   都市計画決定・条例制定 
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□佐野市まちなか活性化推進協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、佐野市まちなか活性化推進協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 

（目的） 

第２条 協議会は、本市の中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進するため、

次の事項に係る協議を行う。 

（１）中心市街地活性化基本計画の推進に関すること 

（２）中心市街地活性化推進に関する調査研究及び普及啓発に関すること 

（３）中心市街地の活性化に寄与する活動の企画及び実施に関すること 

（４）その他中心市街地活性化推進のために必要な事業に関すること 

（組織）  

第３条 協議会は、第２条の目的に賛同する、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）佐野商工会議所 

（２）学識経験者 

（３）商業関係者 

（４）佐野市 

（５）前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認めるもの 

２ 協議会に会長及び副会長を置く。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は佐野商工会議所選出の副会頭を充て、副会長は佐野市副市長を充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は総会及び協議会とし、会長がこれを召集し、会議の議長となる。 

（専門部会） 

第６条 協議会は、専門的な事項を調査し検討するため、下部組織として各種専門部

会を置くことができる。 

（経費） 

第７条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（監査） 

第８条 協議会の出納を監査するため、監事２人を置く。 

２ 監事は委員の互選により選任する。 

（事務局） 

第９条 協議会の庶務は、佐野市都市建設部都市計画課において処理する。 

（会計年度） 

第 10 条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終るも

のとする。 
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（その他） 

第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

 この規約は平成２１年１月２２日から施行する。 

 この規約は平成２２年４月２７日から施行する。 
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□佐野市まちなか活性化推進協議会名簿 

 ○平成 30（2018）年度 

 （号数及び五十音順） 

  氏      名 区 分 備   考 

1 木 村   浩 会 長 佐野商工会議所 副会頭 

2 落 合   正 副会長 佐野市副市長 

3 小 倉 伸 介 1 号委員 佐野商工会議所 

4 亀 田 和 則 2 号委員 佐野短期大学 

5 小 暮 文 夫 2 号委員 株式会社 田園都市設計 

6 亀 山 文 彦 2 号委員 栃木県建築士会 

7 松 永 安優美 2 号委員 医療法人 聖生会  

8 茂 木 弘 司 2 号委員 株式会社 茂木設計 

9 長 濱 幸 佑 3 号委員 佐野青年会議所 

10 慶 野   昇 3 号委員 佐野市観光協会 

11 五 箇 大 也 3 号委員（監事） 佐野駅南商店街協同組合 

12 篠 﨑 博 司 3 号委員 株式会社 篠崎衣裳店 

13 奈良原 一 実 3 号委員 佐野市商店連合会 

14 小 野   勉 4 号委員（監事） 佐野市産業文化部 

15 青 木 正 典 4 号委員 佐野市都市建設部 

16 池 澤 智 則 5 号委員 さのまちづくり株式会社 

17 大 芦   宏 5 号委員 佐野農業協同組合 

18 片 柳    栄 5 号委員 西浦・黒袴土地区画整理審議会 

19 西 川 能 文 5 号委員 栃木県安足土木事務所 

20 永 倉 文 子 5 号委員 特定非営利活動法人 CoCoA 

21 成 瀬 正 彦 5 号委員 佐野ケーブルテレビ株式会社 

22 廣 瀬   裕 5 号委員 佐野市文化協会 
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○令和 元（2019）年度 

 （号数及び五十音順） 

  氏      名 区 分 備   考 

1 木 村   浩 会 長 佐野商工会議所 副会頭 

2 加 藤 栄 作 副会長 佐野市副市長 

3 小 倉 伸 介 1 号委員 佐野商工会議所 

4 亀 田 和 則 2 号委員 佐野短期大学 

5 小 暮 文 夫 2 号委員 株式会社 田園都市設計 

6 塩 島   潔 2 号委員 栃木県建築士会 

7 松 永 安優美 2 号委員 医療法人 聖生会  

8 茂 木 弘 司 2 号委員 株式会社 茂木設計 

9 伊 藤 真 弘 3 号委員 佐野青年会議所 

10 慶 野   昇 3 号委員 佐野市観光協会 

11 五 箇 大 也 3 号委員（監事） 佐野駅南商店街協同組合 

12 篠 﨑 博 司 3 号委員 株式会社 篠崎衣裳店 

13 奈良原 一 実 3 号委員 佐野市商店連合会 

14 小 野   勉 4 号委員（監事） 佐野市産業文化部 

15 越 石   彰 4 号委員 佐野市都市建設部 

16 池 澤 智 則 5 号委員 さのまちづくり株式会社 

17 大 芦   宏 5 号委員 佐野農業協同組合 

18 片 柳    栄 5 号委員 有識者 

19 嶋 田 幸 男 5 号委員 栃木県安足土木事務所 

20 永 倉 文 子 5 号委員 特定非営利活動法人 CoCoA 

21 成 瀬 正 彦 5 号委員 佐野ケーブルテレビ株式会社 

22 廣 瀬   裕 5 号委員 佐野市文化協会 
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 ○令和 2（2020）年度 

 （号数及び五十音順） 

  氏      名 区 分 備   考 

1 木 村   浩 会 長 佐野商工会議所 副会頭 

2 加 藤 栄 作 副会長 佐野市副市長 

3 小 倉 伸 介 1 号委員 佐野商工会議所 

4 亀 田 和 則 2 号委員 佐野短期大学 

5 小 暮 文 夫 2 号委員 株式会社 田園都市設計 

6 塩 島   潔 2 号委員 栃木県建築士会 

7 松 永 安優美 2 号委員 医療法人 聖生会  

8 茂 木 弘 司 2 号委員 株式会社 茂木設計 

9 馬 場 大 輔 3 号委員 佐野青年会議所 

10 慶 野   昇 3 号委員 佐野市観光協会 

11 五 箇 大 也 3 号委員（監事） 佐野駅南商店街協同組合 

12 篠 﨑 博 司 3 号委員 株式会社 篠崎衣裳店 

13 奈良原 一 実 3 号委員 佐野市商店連合会 

14 小 野   勉 4 号委員（監事） 佐野市産業文化部 

15 越 石   彰 4 号委員 佐野市都市建設部 

16 麻 生 芳 子 5 号委員 佐野農業協同組合 

17 池 澤 智 則 5 号委員 さのまちづくり株式会社 

18 片 柳    栄 5 号委員 駅南公園西土地区画整理審議会 

19 分 田 久 貴 5 号委員 栃木県安足土木事務所 

20 永 倉 文 子 5 号委員 特定非営利活動法人 CoCoA 

21 成 瀬 正 彦 5 号委員 佐野ケーブルテレビ株式会社 

22 廣 瀬   裕 5 号委員 佐野市文化協会 
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□佐野市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱 

 

令和元年６月 17 日訓令第 15 号 

 

佐野市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）に基づき佐野市

中心市街地活性化基本計画（以下「基本計画」という。）の策定又はその変更を行う

ため、佐野市中心市街地活性化基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、基本計画又はその変更の原案を作成し、これを市長に提出する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は都市建設部長を、副委員長は産業文化部長を、委員は別表に掲げる職員

をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 委員会は、基本計画又はその変更の素案を作成するため、部会を置く。 

２ 部会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 基本計画又はその変更の素案を作成し、これを委員会に提出すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、委員会が指定する事務を行い、その結果を委員会に

報告すること。 

３ 部会は、部会長及び副部会長及び部会員をもって組織する。 

４ 部会長は都市計画課長を、副部会長は産業立市推進課長を、部会員は市長が指名

する職員をもって充てる。 

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項中「委員

会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとす

る。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 
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（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

総合政策部長 行政経営部長 市民生活部長 こども福祉部長 健康医療部長 観

光スポーツ部長 都市建設部次長 教育総務部長 

 

□佐野市中心市街地活性化基本計画策定委員会名簿 

 ○令和元年度 

No. 役職名 職 名 氏   名 

１ 委員長 都市建設部長 越 石   彰 

２ 副委員長 産業文化部長 小 野   勉 

３ 委 員 総合政策部長 大 木   聡 

４ 〃 行政経営部長 松 本   仁 

５ 〃 市民生活部長 中 里   勇 

６ 〃 こども福祉部長 中 村 正 江 

７ 〃 健康医療部長 内 田   勉 

８ 〃 観光スポーツ部長 関 口 吉 丸 

９ 〃 都市建設部次長 木住野   誠 

１０ 〃 教育総務部長 吉 田 重 弥 

 

 ○令和 2 年度 

No. 役職名 職 名 氏   名 

１ 委員長 産業文化部長 小 野   勉 

２ 副委員長 都市建設部長 越 石   彰 

３ 委 員 総合政策部長 大 木   聡 

４ 〃 行政経営部長 松 本   仁 

５ 〃 市民生活部長 内 田   勉  

６ 〃 こども福祉部長 中 村 正 江 

７ 〃 健康医療部長 寺 岡 利 幸 

８ 〃 観光スポーツ部長 関 口 吉 丸 

９ 〃 教育総務部長 永 島 常 民 
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□佐野市中心市街地活性化基本計画策定部会名簿 

 ○令和元年度 

No. 役職名 職 名 氏   名 

１ 部会長 都市計画課長 岡 部 悦 郎 

２ 副部会長 産業立市推進課長 大 竹 和 仁 

３ 部会員 政策調整課長 小 倉 浩 史 

４ 〃 都市ブランド推進室長 早 川 文 夫 

５ 〃 広報・地域連携課長 鈴 木 誠 蔵 

６ 〃 危機管理課長 毛 塚 敏 夫 

７ 〃 環境政策課長 落 合 武 史 

８ 〃 交通生活課長 藤 掛   誠 

９ 〃 障がい福祉課長 名 村 栄 子 

１０ 〃 こども課長 鈴 木 秀 明 

１１ 〃 医療保険課長 山 菅 昭 浩 

１２ 〃 いきいき高齢課長 墳 本 明 美 

１３ 〃 文化立市推進課長 上 岡 幸 宏 

１４ 〃 観光立市推進課長 高  利 彰 

１５ 〃 スポーツ立市推進課長 渡 辺 恭 則 

１６ 〃 都市整備課長 広 瀬   厳 

１７ 〃 道路河川課長 黒 田 英 文 

１８ 〃 建築住宅課長 羽 山 俊 治 

１９ 〃 文化財課長 出 居   博 

 

 ○令和 2 年度 

No. 役職名 職 名 氏   名 

１ 部会長 産業立市推進課長 小 倉 浩 史 

２ 副部会長 都市計画課長 岡 部 悦 郎 

３ 委員 政策調整課長 小 田 一 之 

４ 〃 都市ブランド推進課 鈴 木 誠 蔵 

５ 〃 危機管理課長 毛 塚 敏 夫 

６ 〃 環境政策課長 大 竹 和 仁 

７ 〃 市民生活課長 藤 掛   誠 

８ 〃 障がい福祉課長 名 村 栄 子 

９ 〃 こども課長 鈴 木 秀 明 

１０ 〃 医療保険課長 山 菅 昭 浩 

１１ 〃 いきいき高齢課長 墳 本 明 美 

１２ 〃 文化立市推進課長 上 岡 幸 宏 

１３ 〃 観光立市推進課長 高  利 彰 
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１４ 〃 スポーツ立市推進課長 村 山 和 之 

１５ 〃 都市整備課長 三 関 純 一 

１６ 〃 道路河川課長 黒 田 英 文 

１７ 〃 建築住宅課長 毛 塚 英 夫 

１８ 〃 文化財課長 山 口 明 良 

 

□策定経過 

年 月 日 会 議 等 名 内  容 

平成３１年 

３月２６日 

佐野市まちなか活性化推進協

議会から提案書の提出 

「次期中心市街地活性化基本計画及び

推進体制の在り方について」 

令和元年 

５月８日 

令和元年度第２回 

政策調整会議 

第２次佐野市中心市街地活性化基本計

画の策定について（策定方針及び策定体

制の検討） 

５月２２日 令和元年度第２回 

政策会議 

第２次佐野市中心市街地活性化基本計

画の策定について（策定方針及び策定体

制の検討） 

８月２１日 第１回佐野市中心市街地活性

化基本計画策定委員会・部会 

現行計画の概要、中心市街地の現状・課

題、中心市街地活性化に関する国・県等

の動向、第２次計画の概要 

９月９日 第２回佐野市中心市街地活性

化基本計画策定部会 

中心市街地の現状・課題、次期計画の方

針、次期計画の推進体制 

１２月２５日 令和元年度第９回 

政策会議 

第２次佐野市中心市街地活性化基本計

画の策定スケジュールの変更について 

令和２年 

３月２６日 

第３回佐野市中心市街地活性

化基本計画策定部会（書面協

議） 

第２次佐野市中心市街地活性化基本計

画策定に係る意見照会（中心市街地活性

化計画区域及び戦略的まちなか活性化

エリア、掲載事業、成果指標） 

４月１７日 

 

第４回佐野市中心市街地活性

化基本計画策定部会（書面協

議） 

第３回策定部会の結果報告、第２次佐野

市中心市街地活性化基本計画（原案）の

検討 

４月２３日 第２回佐野市中心市街地活性

化基本計画策定委員会（書面

協議） 

第２次佐野市中心市街地活性化基本計

画（原案）の検討 

７月１日 

～３１日 

パブリック・コメント 佐野市ホームページに掲載 

佐野市役所、田沼行政センター、葛生行

政センターで閲覧 

８月○日 
第２次佐野市中心市街地活性化基本計画の策定 
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